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発
刊
に
あ
た
っ
て

四
面
海
に
囲
ま
れ
た
わ
が
国
は
、
古
来
海
に
資
源
を
求
め
、
海
・
川
を
利
用
し
、
船
舶
に
よ
る
物
資
の
輸
送
に
よ
っ

て
繁
栄
し
て
き
ま
し
た
。
海
運
・
造
船
を
始
め
と
す
る
海
洋
の
重
要
性
は
日
本
に
と
っ
て
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の

と
な
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
今
日
で
も
国
民
一
般
の
海
洋
に
対
す
る
認
識
は
、
残
念
な
が
ら
高
い
と
は
言
え
ま
せ
ん
。

海
洋
国
家
日
本
の
歴
史
の
な
か
で
も
近
世
に
お
い
て
は
、
幕
藩
体
制
が
確
立
す
る
こ
と
に
よ
り
貢
米
を
中
心
と
す
る

大
量
の
物
資
輸
送
手
段
と
し
て
弁
才
船
な
ど
海
船
が
発
達
し
航
路
の
開
発
が
促
さ
れ
る
と
と
も
に
、
河
川
に
あ
っ
て
は

全
国
的
に
水
路
網
が
整
備
さ
れ
川
船
に
よ
る
内
陸
水
運
の
全
盛
時
代
が
到
来
し
ま
す
。

特
に
、
関
東
一
円
で
は
多
数
の
川
船
と
、
さ
ら
に
は
海
川
兼
用
船
が
就
航
し
て
盛
況
を
極
め
ま
し
た
。
こ
の
川
船

か
ら
租
税
徴
収
を
行
な
っ
た
幕
府
川
船
役
所
が
、
管
下
の
船
を
識
別
す
る
た
め
に
作
成
し
た
の
が
、
今
回
ご
紹
介
す
る

『
船
鑑
』
で
す
。

船
の
科
学
館
所
蔵
の
本
資
料
は
、
現
在
は
巻
子
本
の
形
態
を
と
っ
て
い
ま
す
が
、
多
数
の
縦
の
折
筋
が
見
ら
れ
こ
と

か
ら
本
来
は
折
本
の
形
態
と
な
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
、
内
容
は
「
高
瀬
船
」、「
五
太
力
船
」
な
ど
を
は
じ
め
と
す

る
三
三
隻
に
及
ぶ
川
船
及
び
海
川
兼
用
船
の
構
造
・
特
徴
や
寸
法
な
ど
を
詳
細
に
記
し
た
絵
図
で
構
成
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
特
徴
で
す
。

本
書
は
、
こ
の
当
館
所
蔵
『
船
鑑
』
の
絵
図
三
三
点
を
そ
れ
ぞ
れ
七
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
統
一
縮
小
し
て
複
製
し
た
も
の

に
、
わ
が
国
川
船
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
っ
た 

故 

川
名

　登 

千
葉
経
済
大
学
名
誉
教
授
が
執
筆
さ
れ
、
平
成
一
五
年

度
千
葉
経
済
大
学
学
術
図
書
刊
行
助
成
費
に
よ
り
刊
行
さ
れ
た
『
近
世
日
本
の
川
船
研
究<

上>

』（
発
行 

日
本
経
済
評

論
社
）
所
載
の
、『
船
鑑
』
の
研
究
成
果
を
記
し
た
「
第
十
一
章 

関
東
川
船
の
支
配
と
構
造
」
を
転
載
さ
せ
て
い
た
だ
き
、

解
説
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
本
書
を
刊
行
す
る
に
当
り
、
故
川
名

　登
氏
執
筆
の
原
稿
転
載
を
ご
快
諾
い
た
だ
い
た

川
名

　禎
氏
、
日
本
経
済
評
論
社
代
表
取
締
役

　栗
原
哲
也
氏
、
千
葉
経
済
大
学
を
は
じ
め
多
く
の
方
々
に
ご
協
力
・

ご
支
援
を
頂
き
ま
し
た
。
こ
こ
に
衷
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
る
次
第
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　平
成
二
五
年
二
月
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一

　幕
府
・
川
船
改
役
の
海
船
支
配

１　

享
保
期
川
船
支
配
の
拡
大

　

徳
川
幕
府
の
支
配
機
構
の
中
に
、
関
東
の
川
船
を
対
象
と
す
る
支
配
機
関
と
し
て
「
川
船
奉
行
」
が
あ
っ
た
こ
と
は
周

知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
（
１
）

。
こ
の
川
船
奉
行
は
、
幕
府
享
保
改
革
の
過
程
で
廃
止
と
な
り
、
作
事
奉
行
配
下
の
大
工
棟
梁
で

あ
っ
た
鶴
飛
驒
延
任
一
人
に
、
川
船
の
把
握
・
年
貢
役
銀
の
徴
収
等
、
か
つ
て
川
船
奉
行
が
持
っ
て
い
た
全
て
の
機
能
が

集
中
し
、
こ
れ
が
後
に
「
川
船
改
役
」
と
な
る
（
２
）

。
こ
の
享
保
期
の
川
船
行
政
上
の
大
改
革
は
、
単
に
川
船
奉
行
か
ら
鶴
氏

へ
の
人
事
機
構
上
の
変
革
の
み
で
は
な
く
、
川
船
把
握
の
方
式
等
（
３
）

、
種
々
の
面
で
変
革
が
試
み
ら
れ
た
が
、
支
配
の
対
象

で
あ
る
船
の
範
囲
の
拡
大
も
そ
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

　

す
な
わ
ち
、
貞
享
三
年
以
前
に
あ
っ
て
は
、
川
船
奉
行
が
支
配
の
対
象
と
し
た
川
船
は
、
江
戸
府
内
へ
乗
り
入
れ
る

「
荷
物
を
積
候
舟
」
で
あ
っ
て
、
荷
物
を
積
ま
ぬ
船
す
な
わ
ち
物
資
輸
送
に
関
係
し
な
い
猟
船
や
耕
作
船
は
除
外
さ
れ
て

い
た
が
、
そ
れ
で
は
紛
ら
わ
し
く
、「
商
売
船
」
の
改
め
に
支
障
を
き
た
す
と
し
て
、
貞
享
四
年
か
ら
は
極
印
打
ち
の
対

象
を
「
荷
物
不
積
船
」
に
ま
で
拡
大
し
（
４
）

、
元
禄
二
年
に
は
「
江
戸
幷
関
東
筋
川
船
、
不
依
何
船
」
と
、
江
戸
府
内
乗
入
れ

の
有
無
に
関
係
な
く
、
江
戸
・
関
東
全
域
の
す
べ
て
の
川
船
を
対
象
と
す
る
ま
で
に
拡
大
し
た
（
５
）

。

　

そ
し
て
、
こ
の
享
保
改
革
の
中
で
、
つ
い
に
川
船
ば
か
り
で
な
く
海
上
の
船
に
ま
で
対
象
が
広
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

２　

川
船
役
所
の
海
船
支
配

　

川
船
行
政
事
務
の
全
て
が
鶴
飛
驒
延
任
に
一
任
さ
れ
た
翌
年
の
享
保
七
年
、
支
配
の
対
象
が
川
船
か
ら
海
上
の
船
に
ま

で
拡
大
さ
れ
た
。

一
右
之
外
武
蔵
・
相
模
・
安
房
・
上
総
・
下
総
・
伊
豆
・
駿
河
海
辺
に
有
之
無
極
印
船
、
江
戸
内
川
へ
乗
入
れ
、
川

船
御
年
貢
船
と
入
交
り
稼
、
紛
敷
候
ニ
付
、
古
来
よ
り
入
来
候
分
ハ
相
改
、
惣
船
数
極
メ
、
無
年
貢
言
字
極
印
打

渡
候
積
り
、
享
保
八
卯
年
相
極
、
江
戸
内
川
江
往
来
之
船
壱
艘
も
無
之
旨
、
御
料
私
領
役
人
よ
り
証
文
を
取
、
船

数
相
極
、
但
向
後
船
持
勝
手
ニ
而
、
川
船
同
前
ニ
御
年
貢
差
出
、
往
来
稼
仕
度
と
相
願
候
船
持
ハ
、
相
改
極
印
打

可
渡
候
、
船
差
出
候
節
ハ
、
吟
味
之
上
船
相
応
之
間
尺
入
、
御
年
貢
盛
付
、
川
舟
極
印
打
渡
、
御
年
貢
役
銀
取
立

申
候
。

　

こ
の
史
料）

6
（

に
見
る
通
り
、
こ
れ
ま
で
川
船
奉
行
の
対
象
地
城
は
関
八
州
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
を
、
こ
こ
で
は
そ
れ
に
伊

豆
・
駿
河
国
の
二
国
を
加
え
た
国
々
の
海
辺
に
ま
で
拡
げ
、
そ
れ
ら
海
辺
の
諸
湊
か
ら
江
戸
湾
を
通
っ
て
江
戸
内
川
へ
乗

入
れ
て
く
る
無
極
印
の
海
船
を
、「
川
船
御
年
貢
船
と
入
交
り
稼
、
紛
敷
候
ニ
付
」
と
い
う
理
由
で
「
極
印
打
」
の
対
象

と
す
る
こ
と
と
し
た
。
こ
れ
は
支
配
対
象
で
あ
る
船
の
範
囲
を
拡
大
し
た
の
み
で
な
く
、
支
配
地
域
を
も
拡
大
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。

　

お
そ
ら
く
具
体
的
に
は
、
房
総
半
島
の
太
平
洋
岸
か
ら
江
戸
湾
・
相
模
湾
・
駿
河
湾
沿
岸
に
か
け
て
の
村
々
か
ら
、
鮮

魚
類
や
海
産
物
、
薪
・
炭
、
雑
穀
等
を
積
ん
で
江
戸
に
入
っ
て
く
る
押
送
船
や
五
太
力
船
等
が
対
象
で
あ
っ
た
ろ
う）

7
（

。
こ

れ
ら
の
船
は
、
沿
岸
諸
村
の
社
会
的
分
業
・
商
品
生
産
の
発
展
の
成
果
を
積
ん
だ
船
で
あ
り
、
そ
の
点
で
は
、
関
東
各

地
の
農
村
か
ら
江
戸
に
入
っ
て
来
る
高
瀬
船
・
艜
船
・
川
下
小
船
等
の
川
船
と
全
く
同
じ
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
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あ
り
、
享
保
期
以
後
の
川
船
改
役
が
、
船
把
握
を
通
し
て
の
流
通
統
制
と
い
う
役
割
を
一
面
と
し
て
持
つ
と
す
れ
ば）

8
（

、
こ

の
よ
う
な
海
船
へ
の
支
配
対
象
の
拡
大
は
当
然
の
事
と
も
い
え
よ
う
。

　

し
か
し
、
こ
の
江
戸
内
川
へ
乗
入
れ
る
海
船
を
「
極
印
打
ち
」
の
対
象
と
は
し
た
が
、
こ
の
享
保
の
時
点
よ
り
以
前
か

ら
乗
入
れ
て
い
た
船
に
つ
い
て
は
既
成
事
実
を
認
め
て
、
総
船
数
を
定
め
て
、「
無
年
貢
言
字
極
印
」
を
打
ち
渡
す
こ
と
、

す
な
わ
ち
船
年
貢
は
免
除
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
、
こ
れ
以
後
に
江
戸
内
川
へ
乗
入
れ
、
川
船
同
様
の
稼
を
し
た
い
と

願
い
出
た
船
に
は
、「
船
相
応
之
間
尺
入
、
御
年
貢
盛
付
」
け
て
極
印
を
打
ち
、「
御
年
貢
役
銀
」
を
取
り
立
て
る
と
し
て

い
る
。

　

こ
の
支
配
対
象
を
海
船
に
ま
で
拡
大
す
る
触
書
が
出
さ
れ
た
の
は
、
前
掲
の
史
料
の
中
に
「
享
保
八
卯
年
相
極
」
と
あ

る
こ
と
か
ら
、
享
保
八
年
で
あ
っ
た
と
筆
者
も
書
い
て
き
た
が）

9
（

、
次
に
掲
げ
る
新
史
料）

（（
（

の
発
見
に
よ
り
、
そ
れ
は
誤
り
で
、

享
保
七
年
七
月
で
あ
っ
た
事
が
判
明
し
た
。

関
八
州
船
之
儀
、
去
丑
年
ゟ
鶴
飛
驒
相
改
候
御
年
貢
船
者
勿
論
、
舟
預
を
初
新
造
船
潰
舟
等
之
儀
ま
て
、
諸
事
飛
驒

指
図
之
趣
、
違
背
不
仕
様
ニ
可
致
候
、
且
又
、
別
紙
帳
面
村
々
ニ
有
之
五
太
力
船
幷
五
下
船
・
猟
船
・
押
送
船
之
類
、

荷
物
積
江
戸
運
送
内
川
河
岸
へ
入
、
川
船
と
入
交
、
河
船
同
前
之
挊
仕
候
船
之
分
者
、
此
度
改
之
、
向
後
船
方
極
印

相
渡
筈
ニ
候
、
此
廻
状
相
達
次
第
、
村
付
之
下
へ
一
村
切
名
主
共
名
相
認
、
令
印
形
、
廻
状
ニ
指
添
、
無
滞
相
廻
シ
、

触
留
村
ゟ
川
船
方
鶴
飛
驒
方
迄
、
可
相
返
候
、
帳
面
之
村
々
、
御
代
官
私
領
地
頭
付
相
違
之
儀
有
之
分
者
、
其
村
下

ニ
其
訳
断
書
致
し
、
順
廻
可
仕
候
、
其
外
ニ
も
右
類
之
船
有
之
村
、
帳
面
無
之
候
ハ
、
書
入
、
順
廻
之
上
、
河
舟
方

へ
名
手
共
罷
出
、
鶴
飛
驒
指
図
を
請
、
其
上
ニ
て
、
船
持
共
指
出
候
様
、
可
相
心
得
候
、
以
上

 
辻
六
郎
左
衛
門　

印

享
保
七
寅
七
月	
杉
弥
太
郎　

印

 

萩
源
左
衛
門　

印

 

駒
肥
後
守　

印
 

筧
播
磨
守　

印
 

大
下
野
守　

印

 

水
伯
耆
守　

印

 

安
房
国
御
料
私
領
村〻
　
　

名
主
共

　

こ
の
よ
う
に
享
保
七
年
七
月
、
幕
府
勘
定
奉
行
四
名
、
勘
定
吟
味
役
三
名
連
署
の
廻
状
が
海
船
の
あ
る
沿
岸
村
々
に
出

さ
れ
、「
荷
物
積
江
戸
運
送
」
し
、
内
川
河
岸
へ
入
る
五
太
力
船
・
五
下
船
・
猟
船
・
押
送
船
等
を
一
村
ご
と
に
調
査
す

る
よ
う
に
命
じ
て
い
る
。

　

江
戸
湾
に
面
し
た
武
州
久
良
岐
郡
磯
子
村
禅
馬
浦
で
は
、
享
保
八
年
四
月
に
、
村
内
の
五
太
力
船
一
艘
、
猟
船
九
艘
の

合
計
十
艘
の
「
江
戸
内
川
江
運
送
仕
」
船
を
調
査
し
た
「
船
書
上
帳）

（（
（

」
を
、
川
船
方
役
所
へ
提
出
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く

各
村
と
も
享
保
七
年
か
ら
八
年
に
か
け
て
提
出
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
時
書
上
げ
ら
れ
た
船
数
が
、
前
掲
史
料

の
中
に
「
惣
船
数
極
メ
」
と
あ
る
よ
う
に
各
村
の
「
船
高
」
と
な
り
、「
無
年
貢
言
字
極
印
」
船
の
数
が
固
定
化
さ
れ
た
。

た
と
え
ば
、
相
州
三
浦
郡
八
幡
久
里
浜
村
の
嘉
永
五
年
の
「
船
数
書
上
帳）

（（
（

」
に
、

一高三
艘
之
内

、
押
送
船　

壱
艘　
　
　
　

九
左
右
衛
門

一
、
同　
　
　

壱
艘　
　
　
　

甚　

兵　

衛

一
、
五
太
力
船
壱
艘　
　
　
　

半　

次　

郎
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と
あ
る
「
高
三
艘
」
が
、
享
保
期
に
定
め
ら
れ
た
こ
の
村
の
「
船
高
」
で
あ
る
。
し
か
し
年
数
も
た
ち
廃
船
等
も
出
て
実

際
に
は
船
が
な
く
な
る
場
合
も
あ
る
。
こ
の
村
で
も
嘉
永
五
年
に
は
「
但
、
船
株
而
巳
ニ
而
船
無
御
座
候
」
と
あ
る
よ
う

に
、
現
実
に
は
江
戸
内
川
へ
乗
入
れ
る
無
年
貢
極
印
船
は
一
艘
も
な
く
な
っ
て
い
る
。
そ
の
場
合
は
、
船
は
「
上
極
印
」

と
し
、「
船
株
」
の
み
を
所
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
次
の
史
料
に
み
る
房
州
平
郡
勝
山
村
の
「
御
免
御
極
印
高
」
も
、
同
じ
く
享
保
期
に
定
め
ら
れ
た
こ
の
村
の

「
船
高
」
で
あ
る）

（（
（

。

　
　
　
　
　
　

覚

　
　

一
、
御
免
御
極
印
高　
　
　
　
　
　
　

勝
山
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　

拾
壱
艘
之
内

　
　
　

一
、安永
七
戌
年
九
月
十
一
日

五
下
船
壱
艘　
　
　
　
　
舟
主
清　
　

七

　
　
　

一
、寛政
四
子
年
十
月
十
六
日

同　

船
壱
艘　
　
　
　
　
同

庄
兵
衛

　
　
　

一
、文化
四
子
年
三
月
十
六
日

同　

船
壱
艘　
　
　
　
　
同

甚
四
郎

　
　
　

一
、安永
二
巳
年
十
月
十
六
日

同　

船
壱
艘　
　
　
　
　
同

仁
兵
衛

　
　
　

一
、安永
五
申
年
十
月
廿
二
日

押
送
船
壱
艘　
　
　
　
　
同

五
郎
兵
衛

　
　
　
　
　〆
五
艘

　
　

右
之
分
、
御
免
御
極
印
奉
差
上
候

　
　
　

一
、
五
下
船
壱
艘　
　
　
　
　
舟
主

平
兵
衛

　
　
　

一
、
押
送
船
壱
艘　
　
　
　
　
同

三
郎
兵
衛

　
　
　

一
、
同　
　

壱
艘

　
　
　
　
　 同

同　
　

人

　
　
　

一
、
同　
　

壱
艘

　
　
　
　
　 同

新
兵
衛

　
　
　

一
、
同　
　

壱
艘

　
　
　
　
　 同

孫
兵
衛

　
　
　

一
、
同　
　

壱
艘

　
　
　
　
　 同

同　
　

人

　
　
　
　
　

〆
六
艘

　
　

右
之
分
、
御
免
御
極
印
所
持
仕
候

　

こ
の
村
で
は
、
文
化
四
年
九
月
の
段
階
で）

（（
（

、
船
高
十
一
艘
の
内
、
上
極
印
と
な
っ
て
船
株
の
み
の
も
の
五
艘
、
現
実
に

稼
働
し
て
い
る
船
は
六
艘
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
、
三
浦
半
島
と
房
総
半
島
の
幾
つ
か
の
村
に

つ
い
て
み
た
も
の
が
表
１
で
あ
る
。
こ
れ
を
み
る
と
、
享
保
期
に
は
押
送
船
や
五
太
力
船
ば
か
り
で
な
く
、
猟
船
や
小

船
・
小
揚
船
等
ま
で
が
、
荷
物
を
積
ん
で
江
戸
内
川
へ
乗
り
入
れ
て
い
た
事
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
、
幕
末
に
近
づ
く
と
、

有
船
が
特
定
の
村
に
集
中
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
漁
村
が
、
漁
業
生
産
に
専
従
す
る
村
と
漁
獲
物
の
流
通
を

担
当
す
る
村
と
に
分
化
す
る
傾
向
が
現
わ
れ
、
そ
れ
を
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
船
株
の
み
を
所
有
し
て
い
た
者
が
、
再
び
船
を
復
活
さ
せ
る
場
合
も
み
ら
れ
る
。
そ
の
時
は
、
次
の
よ
う
な
願

書）
（（
（

を
川
船
役
所
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　

書
付
を
以
御
願
申
上
候

　
　

一高弐
艘
之
内

、
押
送
り
船　
　

壱
艘

右
之
船
、
明
和
八
卯
年
船
数
御
改
之
節
、
潰
し
船
ニ
仕
、
船
株
ニ
而
、
御
極
印
不
奉
請
候
処
、
此
度
右
代
り
船
、
只
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今
持
来
候
海
上
働
船
ニ
差
出
し
申
度
存
候
、
御
差
図
次
第
、
右
船
乗
廻
し
御
極
印
被
仰
付
被
下
置
候
様
願
上
候
、
以

上

　
　
　
　
　

天
明
五
巳
年
十
一
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

房
州
平
郡
岩
井
袋
村

　
　
　
　

川
舟　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
船
主
権
左
衛
門

　
　
　
　
　

御
役
所

　
　

右
之
通
、
吟
味
仕
候
処
相
違
無
御
座
候
、
願
之
通
被
仰
付
可
被
下
候
、
以
上　
　
　
　
　
名
主
忠
兵
衛

表 1　各村船高・船株有船一覧
船

高

押
送
船

五
太
力
船

五
下
船

天
当
船

漁（
猟
）船

小　
　

船

活
魚
小
船

小
買
船

小
揚
船

伊
佐
場
船

有　

船　

合　

計

依　　拠　　史　　料

有
船
船
株
有
船
船
株
有
船
船
株
有
船
船
株
有
船
船
株
有
船
船
株
有
船
船
株
有
船
船
株
有
船
船
株
有
船
船
株

相模 鎌 倉 郡 腰 越 村 8 7 0 0 1 7 弘化 4 年，『前橋藩史料』
坂 之 下 村 34 0 6 0 16 0 7 0 5 0 　　　　　〃
材 木 座 村 3 0 3 0 　　　　　〃

三 浦 郡 秋 谷 村 3 0 3 0 　　　　　〃
芦 名 村 3 0 3 0 　　　　　〃
佐 島 村 5 0 5 0 　　　　　〃
和 田 村 3 0 1 0 1 0 1 0 　　　　　〃
下 宮 田 村 2 0 1 0 1 0 　　　　　〃
向 ヶ 崎 村 2 0 1 0 1 0 　　　　　〃
浦 之 郷 村 1 0 1 0 　　　　　〃
堀之内三ヶ浦 4 1 3 1 　　　　　〃
三 戸 村 7 3 1 0 3 3 　　　　　〃
二 町 谷 村 3 3 0 3 　　　　　〃
長 井 村 16 8 8 8 　　　　　〃
三 崎 町 18 13 1 3 1 16 　　　　　〃
津 久 井 村 12 2 10 2 　　　　　〃
上 宮 田 村 17 7 10 7 　　　　　〃
金 田 村 10 2 0 1 7 3 　　　　　〃
宮 川 村 3 2 1 2 　　　　　〃
松 輪 村 6 3 2 1 0 4 　　　　　〃
菊 名 村 6 1 5 1 　　　　　〃
久 里 浜 村 3 0 2 0 1 0 嘉永 5 年，『神奈川県史』
浦 郷 村 20 11 1 4 0 4 0 19 文政 5 年，『神奈川県史』

武蔵 久良岐郡 磯 子 村 1 0 9 0 10 享保 8 年，『神奈川県史』
滝 頭 村 10 1 明和 3 年，『神奈川県史』

下総 千 葉 郡 黒 砂 村 1 文化 2 年，『佐倉藩年寄部屋日記』
登 戸 村 49 7 11 　　　　　〃
寒 川 村 16 20 　　　　　〃
今井・泉水村 9 3 　　　　　〃

安房 平　　郡 勝 山 村 11 5 1 1 4 6 文化 4 年，平井文書
岩 井 袋 村 2 1 1 1 　　　　　〃
高 崎 浦 14 4 0 2 2 6 0 12 　　　　　〃
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ま
た
、
村
船
高
の
内
の
無
年
貢
船
を
継
続
し
て
造
り
替
え
る
時
は
、
次
の
よ
う
な
手
続
を
要
し
た）

（（
（

。

　
　
　
　
　

乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候

一高七
艘
之
内

、
押
送
り
船　
　

壱
艘

右
之
船
、
古
ク
相
成
用
立
不
申
候
ニ
付
、
御
極
印
三
ヶ
所
切
抜
、
空
船
之
儀
者
潰
、
関
板
等
ニ
仕
、
右
船
新
規
造
立

仕
候
、
尤
船
大
工
之
儀
者
相
州
三
浦
郡
城
村
三
右
衛
門
へ
相
誂
へ
申
候
、
船
出
来
候
ハ
ヽ
、
御
極
印
御
打
替
被　

仰

付
被
下
置
候
様
奉
願
上
候
、
以
上

　
　
　
　
　

文
政
三
辰
年
六
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
平
肥
後
守
領
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

相
州
三
浦
郡
三
戸
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

弥船主三
左
衛
門

　
　
　

川
船　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

徳名主
右
衛
門

　
　
　
　
　

御
役
所

こ
う
し
て
、
新
造
船
が
出
来
上
る
と
、
船
大
工
よ
り
川
船
役
所
宛
に
届
書
が
出
さ
れ
、
ま
た
、
船
主
・
名
主
連
印
の

「
差
上
申
打
替
船
御
極
印
證
文
之
事
」
と
い
う
届
書
が
出
さ
れ
て
、
船
を
江
戸
川
船
役
所
に
廻
し
、
は
じ
め
て
極
印
打
替

が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
は
、
享
保
期
に
定
め
ら
れ
た
船
高
の
内
の
無
年
貢
船
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
後
の
船
に
つ
い
て
は
船
年

貢
が
賦
課
さ
れ
、
川
船
と
同
じ
扱
い
を
受
け
た
。
次
は
、
年
貢
船
で
あ
る
五
太
力
船
を
売
却
し
た
時
の
届
書）

（（
（

で
あ
る
。

　
　
　

差
上
申
船
売
證
文
之
事

一御年
貢
長
銭
七
百
五
拾
文

、
五
太
力
船　
　
　

壱
艘

右
之
舟
、
只
今
迄
房
刕
平
郡
勝
山
村
甚
四
郎
所
持
仕
候
処
、
此
度　

御
極
印
三
ヶ
所
附
儘
、
上
総
国
天
羽
郡
金
谷
村

四
郎
右
衛
門
方
江
売
渡
申
候
、
御
帳
面
御
書
替
被
遊
可
被
下
候
、
為
後
日
加
判
證
文
差
上
申
候
処
、
仍
如
件

　
　
　

文
政
四
巳
年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

酒
井
大
和
守
領
分

　
　
　
　
　
　
　

四
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

房
刕
平
郡
勝
山
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
船
売
主

甚
四
郎

　
　

川
船　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
組
頭

　
七
兵
衛

　
　
　

御
役
所　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名
主

　
又
右
衛
門

ま
た
、
無
極
印
の
猟
船
が
、
そ
の
ま
ま
江
戸
内
川
へ
乗
り
入
れ
て
い
て
、
発
覚
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
の
場
合
は
、

船
は
差
押
え
ら
れ
、
封
印
を
さ
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
村
方
役
人
等
の
と
り
な
し
で
よ
う
や
く
新
た
に
極
印
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
、
年
貢
役
銀
を
支
払
っ
て
許
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。

　
　
　

差
上
申
御
極
印
證
文
之
事

　

新
規
猟
船　

但
し
御
封
印
附　
元
海
上
働
船
壱
艘

右
之
舟
、
当
三
月
廿
二
日
無
極
印
ニ
而
南
小
田（

原
脱
）町
河
岸
ニ
繋
置
候
処
、
奉
請
御
改
、
御
吟
味
之
上
、
別
紙
御
請
證
文
差

上
申
候
舟
乗
廻
し
申
候
、
御
見
分
之
上　

御
極
印
被　

仰
付
可
被
下
候
、
御
年
貢
御
役
銀
年
々
無
滞
上
納
為
仕
可
申

候
、
為
後
日
加
判
證
文
差
上
申
候
所
、
仍
而
如
件
、

　
　
　

文
政
六
未
年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

酒
井
大
和
守
領
分

　
　
　
　
　
　
　

四
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

房
刕
平
郡
勝
山
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

船
主
権
四
郎　

印
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川
船　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組
頭
久　
　

作　

印

　
　
　

御
役
所　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主
又
右
衛
門　

印

こ
の
よ
う
に
、
川
船
役
所
に
海
船
の
新
造
・
潰
船
・
造
替
・
売
買
等
に
い
ち
い
ち
届
書
を
出
さ
せ
て
統
制
し
て
い
る
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
船
の
把
握
の
み
で
は
な
く
、
別
に
江
戸
内
川
へ
乗
り
入
れ
る
た
め
の
往
来
手
形
を
発
行
し
、
そ
れ
を

毎
年
書
き
替
え
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
、
同
廿
三
日

（
文
化
二
年
八
月
）山
上
仁
左
衛
門
達
、
左
之
通

黒
砂
村
役
人
共
相
達
候
、
当
村
百
姓
与
兵
衛
所
持
之
五
太
力
船
壱
艘
、
江
戸
内
川
往
来
通
手
形
為
引
替
、
名
主

久
左
衛
門
明
廿
四
日
出
立
仕
、
江
戸
川
舟
御
役
所
江
罷
出
度
旨
、
添
簡
相
願
候
付
、
例
之
通
添
簡
可
被
相
渡
旨

談）
（（
（

　

こ
れ
は
江
戸
湾
に
面
し
た
佐
倉
藩
領
黒
砂
村
に
あ
る
五
太
力
船
の
「
江
戸
内
川
往
来
通
手
形
」
を
書
替
え
に
、
名
主
が

江
戸
川
船
役
所
ま
で
出
府
す
る
時
の
藩
の
留
書
で
あ
る
。
手
形
の
書
替
え
は
例
年
八
月
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
三
浦
郡
三
戸

村
の
文
書
等）

（（
（

に
も
み
ら
れ
、
村
役
人
が
江
戸
川
船
役
所
ま
で
出
頭
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
海
船
支
配
の
諸
方
式
は
、
享
保
七
年
よ
り
成
立
し
た
。
幕
府
が
享
保
期
に
、
江
戸
近
国
か
ら
諸
荷
物
を
積

ん
で
江
戸
に
入
る
海
船
を
、
川
船
役
所
を
通
し
て
掌
握
し
よ
う
と
し
た
事
は
注
目
に
値
す
る
。
そ
れ
は
、
江
戸
湾
の
入
口

に
あ
っ
て
、
江
戸
へ
の
海
路
輸
送
を
掌
握
す
る
浦
賀
番
所
の
成
立
（
享
保
六
年
）
と
時
を
同
じ
く
す
る
こ
と
を
考
え
合
せ

る
な
ら
ば
、
幕
府
の
流
通
統
制
政
策
の
一
環
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

３　

天
明
期
の
川
船
支
配
改
革

天
明
五
年
、
幕
府
は
享
保
期
以
後
徐
々
に
停
滞
し
て
き
て
い
た
川
船
行
政
に）

（（
（

、
新
風
を
吹
き
込
む
か
の
如
き
改
革
に
着

手
し
た
。
そ
れ
は
先
ず
人
事
の
面
か
ら
始
め
ら
れ
た
。

享
保
期
以
来
、
鶴
氏
の
世
襲
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
川
船
改
役
に
、
鶴
孫
三
郎
延
純
の
在
任
中
の
天
明
五
年
六
月
、
御

細
工
頭
で
あ
っ
た
豊
島
左
兵
衛
武
経
を
「
川
船
方
御
用
立
合
」
と
し
て
任
命
し
た）

（（
（

。
そ
の
翌
年
二
月
川
船
改
役
鶴
延
純
が

死
亡
す
る
と
、
そ
の
子
鶴
房
次
郎
延
浮
は
勘
定
奉
行
支
配
無
役
・
川
船
方
御
用
見
習
と
し
て
、
川
船
改
役
に
は
豊
島
武
経

を
就
任
さ
せ
た）

（（
（

。
豊
島
氏
は
寛
政
二
年
六
月
ま
で
、
御
細
工
頭
、
つ
い
で
浜
御
殿
奉
行
の
職
に
あ
り
な
が
ら
川
船
改
役
を

兼
務
し
た
の
で
あ
っ
た）

（（
（

。

そ
し
て
豊
島
武
経
は
川
船
方
御
用
立
合
就
任
と
同
時
に
、「
御
府
内
関
東
筋
共
川
々
諸
通
船
高
調
」
と
「
諸
伺
御
用
船

御
入
用
取
調
」
と
を
専
務
と
す
る
よ
う
命
ぜ
ら
れ
て
い
る）

（（
（

。
す
な
わ
ち
幕
府
は
明
ら
か
な
意
図
を
持
っ
て
豊
島
武
経
を
川

船
改
役
立
合
に
補
任
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
図
は
、
天
明
五
年
十
月
十
日）

（（
（

に
出
さ
れ
た
触
書）

（（
（

で
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
こ

の
触
書
の
中
に
、
改
革
の
意
図
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
の
検
討
か
ら
始
め
た
い
。

ま
ず
、「
関
東
筋
川
々
諸
通
船
之
儀
、
御
府
内
川
筋
ニ
乗
入
候
分
ハ
、
前
々
川
船
改
役
所
江
相
願
、
極
印
請
通
船
致
来

候
処
、
近
来
心
得
違
ニ
而
無
極
印
之
船
相
用
候
も
の
も
有
之
趣
相
聞
候
」
と
い
う
現
状
の
認
識
か
ら
始
ま
る）

（（
（

。
す
な
わ
ち

江
戸
内
川
へ
乗
り
入
れ
る
無
極
印
船
の
激
増
で
あ
る
。
そ
れ
へ
の
対
応
と
し
て
、「
川
筋
幷
海
表
よ
り
御
府
内
江
乗
入
」

る
船
に
つ
い
て
、「
惣
船
数
相
改
候
様
申
渡）

（（
（

」
す
と
い
う
新
方
策）

（（
（

を
打
ち
出
し
た
。
こ
こ
で
は
当
面
、「
海
表
よ
り
御
府
内

江
乗
入
」
れ
る
船
＝
海
船
を
問
題
と
す
る
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
方
策
を
と
っ
た
幕
府
当
局
の
意
識
の
背
後
に
は
、
こ
れ

ま
で
の
よ
う
に
江
戸
内
川
へ
乗
り
入
れ
る
船
の
み
を
対
象
と
し
て
い
た
の
で
は
、
無
極
印
船
の
完
全
把
握
は
不
可
能
で
あ

る
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
事
実
こ
の
触
書
の
中
で
も
、「
都
而
海
辺
付
村
々
よ
り
諸
荷
物
積
出
シ
候
船
幷
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猟
船
共
、
極
印
打
候
船
々
積
替
、
御
府
内
江
乗
入
候
由
ニ
候
得
共
、
海
表
よ
り
川
内
迄
不
乗
入
候
共
、
稼
方
之
儀
ハ
同
様

之
事
ニ
付
、
右
類
之
船
無
極
印
之
分
ハ
稼
方
等
相
糺
」
と
、
荷
物
輸
送
の
無
極
印
船
が
、
江
戸
の
川
口
で
極
印
船
に
積

み
替
え
る
事
に
よ
っ
て
極
印
や
年
貢
諸
役
を
免
れ
る
と
い
う
脱
法
行
為
が
横
行
し
て
い
る
事
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
こ

で
、「
御
府
内
川
続
之
川
々
ハ
不
及
申
、
関
八
州
幷
伊
豆
・
駿
河
之
内
ハ
其
土
地
限
り
川
筋
船
稼
の
分
共
取
調
候
筈
ニ
候
」

と
、「
其
土
地
限
り
」
稼
船
、「
そ
の
地
に
用
ひ
て
他
境
に
往
来
せ
ざ
る
船）

（（
（

」
と
称
す
る
も
の
を
新
た
に
調
査
の
対
象
と
し

た
。
す
な
わ
ち
、「
海
上
通
船
幷
川
船
其
外
所
稼
之
船
農
業
船
等
ニ
至
迄
」
と
、
江
戸
内
川
へ
乗
り
入
れ
ぬ
「
所
稼
之
船
」

に
ま
で
、
川
船
改
役
の
支
配
範
囲
を
拡
大
し
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
船
に
は
、「
在
々
所
稼
之
船
ニ
而
、
江
戸
廻
不
致
候
共
、
於
場
所
ニ
糺
之
上
極
印
打
渡
、
以
来
相
当

之
年
貢
銭
為
差
出
、
又
ハ
船
稼
之
品
ニ
よ
り
、
役
銀
共
差
出
候
積
可
相
心
得
候
」
と
、
川
船
役
所
よ
り
そ
の
場
所
に
お
い

て
極
印
を
打
ち
、
相
応
の
年
貢
と
、
場
合
に
よ
っ
て
は
役
銀
を
も
賦
課
す
る
こ
と
と
し
た
。
そ
の
た
め
に
は
、
ま
ず
そ
れ

ら
の
船
の
把
握
が
必
要
だ
っ
た
。
そ
こ
で
、
豊
島
左
兵
衛
を
「
川
船
方
御
用
立
合
」
に
補
任
し
、
廻
村
改
め
の
特
命
を

与
え
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
関
八
州
・
駿
河
十
ヶ
国
の
関
係
村
々
に
対
し
、
そ
れ
ら
の
船
数
を
遺
漏
な
く
取
り
調
べ
、

「
船
主
名
前
、
其
外
極
印
願
ニ
抱
り
候
も
の
名
前
等
」
を
各
村
ご
と
に
吟
味
し
て
お
き
、
追
っ
て
川
船
改
役
等
の
廻
村
の

時
、「
改
を
請
候
様
可
致
」
と
、
川
船
役
所
廻
村
改
め
の
下
準
備
を
村
役
人
に
命
じ
て
い
る
。

こ
の
無
極
印
船
摘
発
の
た
め
の
廻
村
改
め
は
、「
川
船
方
御
用
立
合
御
細
工
頭
豊
島
左
兵
衛
幷
手
附
、
御
小
人
目
付
、

於
場
所
右
御
用
取
調
相
糺
候
ニ
付
、
川
船
方
手
代
共
召
連
可
罷
越
候
間
、
武
蔵
相
模
伊
豆
駿
河
安
房
上
総
下
総
常
陸
上
野

下
野
国
御
料
私
領
寺
社
領
共
、
不
漏
様
可
被
相
触
候
」
と
あ
る
よ
う
に
、
豊
島
左
兵
衛
お
よ
び
手
附
・
小
人
目
付
等
が
川

船
方
手
代
を
召
連
れ
て
、
十
ヶ
国
の
御
料
・
私
領
・
寺
社
領
の
別
な
く
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

こ
れ
が
、
天
明
五
年
十
月
に
出
さ
れ
た
触
書
の
内
容
で
あ
る
が
、
こ
の
時
点
で
の
幕
府
の
川
船
支
配
新
方
策
を
明
確
に

示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

一
方
、
こ
の
触
書
を
受
け
た
村
々
は
、
非
常
に
困
惑
し
た
。
江
戸
内
川
へ
乗
り
入
れ
な
い
所
稼
の
船
ま
で
極
印
打
ち
の

対
象
と
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
年
貢
役
銀
を
賦
課
さ
れ
る
と
い
う
。
年
貢
役
銀
を
免
除
さ
れ
た
と
し
て
も
、
極
印
を
打
た

れ
れ
ば
船
の
新
造
・
廃
船
・
売
買
等
、
い
ち
い
ち
村
役
人
連
名
で
川
船
役
所
の
許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
こ

れ
で
は
、
村
々
の
船
持
達
が
こ
の
廻
村
改
め
に
陰
に
陽
に
抵
抗
し
た
で
あ
ろ
う
事
は
当
然
な
が
ら
予
想
さ
れ
る
。

下
総
佐
倉
藩
領
で
あ
っ
た
寒
川
村
・
登
戸
村
・
千
葉
寺
村
・
黒
砂
村
・
今
井
村
・
泉
水
村
は
、
江
戸
湾
に
面
し
て
漁
船

や
押
送
船
等
を
所
有
し
て
い
た
村
々
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
時
、
次
の
よ
う
な
願
書
を
藩
役
所
に
提
出
し
て
い
る
。

所
稼
之
無
極
印
之
舟
共
、
御
穿
鑿
之
上
被
遊
御
改
、
其
土
地
稼
之
品
ニ
寄
、
御
糺
之
上
御
役
金
上
納
可
被　

仰
付

儀
御
触
御
座
候
、
然
ル
処
、
寒
川
村
登
戸
村
千
葉
寺
村
黒
砂
村
今
井
村
泉
水
村
之
義
者
、
海
辺
故
漁
猟
稼
之
小
舟
多
、

風
波
悪
敷
節
難
船
等
有
之
候
得
者
、
御
極
印
流
失
仕
可
申
候
、
其
度
々
、
公
儀
川
舟
方
御
役
所
江
御
許
申
上
候
儀
奉

恐
入
候
、
勿
論
其
日
稼
之
者
共
ニ
御
座
候
得
者
、
少
分
之
助
成
渡
世
候
処
、
江
戸
表
江
乗
入
極
印
請
候
様
ニ
相
成
候
而

者
、
往
来
路
用
等
物
入
相
掛
、
渡
世
も
間
ニ
合
不
申
次
第
ニ
可
罷
成
候
、
左
候
得
者
、
舟
所
持
来
兼
候
故
、
無
是
非

渡
世
ニ
相
離
候
様
ニ
可
罷
成
、
難
儀
至
極
仕
候
、
依
之
以　

御
慈
悲
当
御
役
所
様
ゟ
御
極
印
被　

仰
付
被
下
置
候

ハ
ヽ
、
乍
恐
為
冥
加
舟
一
艘
ニ
付
銭
弐
百
文
宛
、
年
々
上
納
仕
度
、
艀
船
漁
猟
舟
之
者
共
挙
而
奉
願
候）

（（
（

　

す
な
わ
ち
、
幕
府
川
船
役
所
の
極
印
打
ち
を
回
避
す
る
た
め
、
藩
の
極
印
を
受
け
て
舟
一
艘
に
付
銭
二
百
文
の
冥
加
金

を
納
め
た
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
願
の
出
さ
れ
た
天
明
五
年
十
二
月
に
は
、
す
で
に
川
舟
役
所
の
廻
村
改

め
が
始
ま
っ
て
い
た
よ
う
で
、
佐
倉
藩
で
は
こ
の
願
を
次
の
よ
う
に
却
下
し
、
願
書
を
差
戻
し
て
い
る
。
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右
村
々
役
人
共
相
願
候
趣
、
最
早
従　

公
儀
御
触
有
之
、
御
改
御
役
人
中
茂
追
々
被
参
候
趣
、
申
立
候
筋
御
取
用
難

被
成
候
、
依
之
願
書
差
戻
候
様
被
仰
出
候
旨
談
、
願
書
差
戻）

（（
（

　

こ
れ
に
よ
っ
て
、
船
持
達
の
企
て
た
極
印
打
ち
回
避
策
は
成
功
し
な
か
っ
た
が
、
こ
の
の
ち
、
こ
れ
ら
の
村
々
か
ら
艀

船
や
漁
猟
船
の
極
印
打
替
願
等
が
出
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
か
ら）

（（
（

、
こ
れ
ら
の
船
に
対
す
る
極
印
打
ち
は
実
行
さ
れ
な

か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
河
川
の
場
合
丹
治
健
蔵
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に）

（（
（

、
鬼
怒
川
上
流
の
野
州
阿
久
津
河
岸
・
石
井
河
岸
等

五
ヶ
村
で
は
、
中
流
の
久
保
田
川
岸
ま
で
の
荷
物
輸
送
に
従
事
し
て
い
た
「
小
鵜
飼
船
」
が
、「
豊
島
左
兵
衛
廻
村
之
節

改
出
、
天
明
六
午
年
中
ゟ
御
年
貢
斗
取
立）

（（
（

」
と
、
こ
の
時
の
廻
村
改
め
で
発
見
さ
れ
、
年
貢
を
賦
課
さ
れ
て
い
る
例
も
み

ら
れ
る
。
だ
が
一
般
的
に
は
、
農
民
・
船
持
の
抵
抗
も
少
な
く
な
か
っ
た
と
み
え
、『
徳
川
実
紀
』
で
前
述
の
触
書
を
述

べ
た
の
ち
に
、「
世
に
伝
ふ
所
は
、
武
経
こ
の
事
奉
は
り
て
、
属
吏
を
引
つ
れ
、
関
東
の
国
々
を
行
め
ぐ
り
、
農
商
の
用

ゆ
る
舟
に
烙
印
し
て
、
そ
の
税
を
納
め
ん
と
せ
し
に
、
頑
民
等
、
農
事
に
も
ち
ゆ
る
舟
は
、
年
々
田
畝
よ
り
賦
税
お
さ
む

れ
ば
、
別
に
舟
の
抽
税
い
は
れ
な
し
と
て
、
党
を
む
す
び
騒
擾
せ
ん
と
す
る
よ
し
聞
え
け
れ
ば
、
い
く
ほ
ど
な
く
、
此
事

停
廃
せ
ら
れ
し
と
ぞ）

（（
（

」
と
あ
っ
て
、
こ
の
時
の
幕
府
の
川
船
支
配
改
革
は
、
農
民
・
船
持
の
抵
抗
に
あ
っ
て
挫
折
し
た
と

あ
る
。
し
か
し
、「
党
を
結
び
騒
擾
せ
ん
と
す
る
」
組
織
的
な
抵
抗
運
動
の
事
実
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
知
ら
れ
て
い
な
い
。

　

註
（
1
）　

川
船
奉
行
に
つ
い
て
は
、
古
く
は
小
中
村
清
矩
『
官
制
沿
革
略
史
』、
松
平
太
郎
『
江
戸
時
代
制
度
の
研
究
』
を
は
じ
め
、
多
く
の

事
典
類
が
殆
ん
ど
採
り
上
げ
て
来
た
が
、
最
近
で
は
、
丹
治
健
蔵
『
関
東
河
川
水
運
史
の
研
究
』
第
七
・
八
章
、
川
名
登
『
近
世
日
本

水
運
史
の
研
究
』
第
四
章
等
に
く
わ
し
い
。

（
2
）　

享
保
五
年
十
二
月
、
川
船
奉
行
が
廃
止
と
な
り
、
享
保
六
年
正
月
に
鶴
飛
驒
延
任
が
川
船
支
配
を
任
せ
ら
れ
、
延
享
四
年
四
月
、

川
船
改
役
が
設
け
ら
れ
て
鶴
氏
が
就
任
す
る
。「
初
め
は
川
船
奉
行
と
呼
称
さ
れ
て
い
た
が
、延
享
四
年
四
月
か
ら
川
船
改
役
と
改0

称0

」

（
丹
治
健
蔵
『
関
東
河
川
水
運
史
の
研
究
』
一
九
四
頁
）
と
す
る
は
、
厳
密
に
い
う
と
誤
り
で
あ
る
。

（
3
）　

丹
治
健
蔵
『
関
東
河
川
水
運
史
の
研
究
』
二
一
六
頁
以
下
で
は
、
川
船
把
握
の
一
方
法
と
し
て
「
間
尺
相
改
」
の
新
設
を
指
摘
し

て
い
る
。

（
4
）　　
　
　
　

覚

一
面
々
致
所
持
候
川
船
之
儀
、
荷
物
を
積
候
舟
ハ
、
川
船
奉
行
方
ニ
而
改
之
、
極
印
打
之
、
荷
物
不
積
船
は
、
只
今
迄
不
相
改
、

極
印
も
不
打
ニ
付
、
紛
敷
候
而
、
商
売
舟
之
改
ニ
も
障
候
間
、
向
後
川
船
之
分
、
不
残
川
舟
奉
行
へ
相
達
、
極
印
う
た
せ
可

被
申
者
也

　
　

卯
十
（
貞
享
四
）一

月

右
は
十
二
月
朔
日
御
触
、
町
年
寄
ニ
而
名
主
行
事
致
請
印
候

　
　
　
　
（『
正
宝
事
録
』
一
。
他
に
「
御
当
家
令
条
」、『
御
触
書
寛
保
集
成
』、「
憲
教
類
典
抄
」、「
令
条
秘
録
」
等
に
も
あ
る
）

（
5
）　　
　
　
　

覚

一
今
度
川
舟
極
印
打
替
ニ
付
、
江
戸
幷
関
東
筋
川
舟
不
依
何
船
、
当
四
月
ゟ
七
月
迄
、
深
川
元
番
所
前
中
洲
江
舟
を
出
シ
、
川
船

奉
行
江
相
達
、
差
図
次
第
ニ
極
印
可
請
之
候
、
前
々
極
印
請
お
く
れ
候
舟
た
り
と
い
ふ
共
、
此
度
罷
出
可
受
極
印
、
但
在
々
ニ

有
之
川
舟
ハ
、
右
四
ヶ
月
之
内
、
江
戸
江
運
送
之
序
次
第
ニ
可
罷
越
、
次
手
無
之
舟
ハ
、
右
之
日
数
之
内
、
川
船
奉
行
江
可
相

断
者
也

　
　

巳
三
（
元
禄
二
）月

日

右
は
三
月
十
九
日
御
触
、
町
中
連
判

（『
正
宝
事
録
』
一
。
他
に
『
御
触
書
寛
保
集
成
』、「
大
成
令
」、「
常
憲
院
殿
御
実
紀
」、『
日
本
財
政
経
済
史
料
』
等
に
も
あ
る
）

（
6
）　
『
徳
川
禁
令
考
』
前
集
第
三
、
二
九
二
頁
（
引
書
・「
御
勝
手
方
御
定
書
」）。
ま
た
、『
日
本
財
政
経
済
史
料
』
四
、
二
一
一
頁
に
も

あ
る
。

（
7
）　

房
総
半
島
沿
岸
の
漁
村
か
ら
、
鮮
魚
や
海
産
物
が
押
送
船
に
よ
っ
て
江
戸
に
送
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
多
く
の
史
料
が
あ
る
。

研
究
で
は
、
荒
居
英
次
『
近
世
日
本
漁
村
史
の
研
究
』
等
。
ま
た
、
相
模
川
河
口
の
須
賀
湊
か
ら
材
木
・
薪
・
炭
が
江
戸
へ
送
ら
れ
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た
事
は
、
藤
間
雄
蔵
家
文
書
・
前
田
浩
家
文
書
（『
神
奈
川
県
史
』
史
料
編
九
、
近
世
⑹
）
等
で
明
ら
か
で
あ
り
、
上
総
養
老
川
河
口

の
五
井
湊
か
ら
炭
・
薪
が
送
ら
れ
た
事
は
「
近
世
上
総
山
村
の
支
配
と
村
落
」（『
商
経
論
集
』
一
七
号
）
等
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。

（
8
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
目
付
江

諸
国
酒
造
之
儀
、
当
秋
数
度
之
暴
風
雨
出
水
等
に
て
、
作
物
傷
候
趣
ニ
て
、
米
価
引
上
候
間
、
彼
是
御
世
話
有
之
、
随
て
ハ
下

賤
之
も
の
共
迄
、
飯
米
行
届
方
之
た
め
、
三
分
一
造
り
改
方
等
之
儀
、
猶
又
厳
重
ニ
被　

仰
出
候
付
、
浦
賀
、
中
川
両
御
番
所
幷

橋
場
役
所
ニ
お
ゐ
て
、
酒
積
候
入
船
改
之
、
送
り
状
員
数
之
改
印
押
、
相
渡
筈
ニ
候
間
、
其
旨
を
心
得
、
江
戸
何
町
誰
え
何
国

誰
よ
り
送
り
荷
、
又
は
何
町
誰
仕
入
荷
物
と
申
訳
分
明
ニ
認
候
送
り
状
、
浦
賀
、
中
川
両
御
番
所
幷
鶴
房
次
郎
橋
場
役
所

0

0

0

0

0

0

0

0

へ
差
出
、

改
を
請
、
入
船
可
致
候

右
之
通
、
諸
国
一
統
相
心
得
、
浦
賀
、
中
川
御
番
所
幷
房
次
郎
役
所
え
送
状
差
出
、
改
を
請
條
様
、
御
料
は
某
所
之
奉
行
御
代
官
、

私
領
ハ
領
主
地
頭
よ
り
不
洩
様
可
触
知
者
也

　
　

十
二
（
寛
政
三
年
）月

右
之
趣
、
可
被
相
触
候　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（『
御
触
書
天
保
集
成
」
下
）

こ
れ
は
、
全
国
の
酒
造
を
三
分
の
一
に
制
限
す
る
条
令
で
、
そ
の
成
果
を
確
認
す
る
た
め
、
江
戸
へ
入
津
す
る
酒
荷
を
チ
ェ
ッ

ク
し
よ
う
と
す
る
も
の
だ
が
、
そ
の
取
締
機
関
と
し
て
浦
賀
番
所
・
中
川
番
所
と
並
ん
で
鶴
房
次
郎
橋
場
役
所
（
川
船
役
所
）
が

あ
る
。
こ
れ
は
川
船
役
所
が
流
通
統
制
に
タ
ッ
チ
し
て
い
た
こ
と
の
一
証
左
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
橋
場
船
改
番
所
で
、
江
戸
へ
入

津
す
る
米
の
数
量
荷
主
送
先
等
の
調
査
を
始
め
た
の
は
享
保
十
六
年
か
ら
で
あ
る
と
い
う
（「
川
船
方
御
用
留
書
」）。

（
9
）　

川
名
登
『
近
世
日
本
水
運
史
の
研
究
』
第
四
章
、
二
九
三
頁
。

（
10
）　

富
山
町
久
枝
、
久
枝
区
有
文
書
。

（
11
）　

横
浜
市
磯
子
区
久
木
、
堤
芳
正
家
文
書
（『
神
奈
川
県
史
』
資
料
編
九
近
世
⑹
、
四
八
二
頁
）。

（
12
）　

横
須
賀
市
浦
賀
、
鈴
木
三
四
郎
家
文
書
（『
神
奈
川
県
史
』
資
料
編
九
近
世
⑹
、
四
八
三
頁
）。

（
13
）　

文
化
五
年
辰
三
月
日
「
請
願
書
色
々
扣
覚
」（
平
井
文
書
）。

（
14
）　

こ
の
引
用
文
書
「
覚
」
は
、
文
化
四
年
九
月
付
の
も
の
で
あ
る
。

（
15
）　

寛
政
六
年
十
月
「
留
書
」（
平
井
文
書
）。

（
16
）　

三
浦
市
三
戸
、
前
田
浩
家
文
書　
（『
神
奈
川
県
史
』
資
料
編
九
近
世
⑹
、
五
〇
三
頁
）。

（
17
）　
「
訴
状
向
写
留
」（
平
井
文
書
）。

（
18
）　

註（
17
）に
同
じ
。

（
19
）　

佐
倉
藩
「
年
寄
部
屋
日
記
」（
佐
倉
厚
生
園
所
蔵
）。

（
20
）　

三
浦
三
戸
、
前
田
浩
家
文
書
（『
神
奈
川
県
史
』
資
料
編
九
近
世
⑹
、
五
〇
〇
頁
）。

（
21
）　

享
保
期
か
ら
天
明
五
年
ま
で
の
時
期
の
認
識
に
つ
い
て
、
丹
治
健
蔵
氏
は
同
著
『
関
東
河
川
水
運
史
の
研
究
』
の
中
で
「
宝
暦
・

天
明
期
に
お
け
る
川
船
支
配
政
策
の
展
開
」
と
い
う
節
を
設
け
て
、
享
保
期
以
後
の
年
貢
・
役
銀
の
実
態
を
述
べ
、
宝
暦
・
天
明
期

に
か
け
て
の
商
船
の
統
制
強
化
と
農
間
船
稼
の
統
制
の
事
実
を
あ
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
既
に
享
保
期
に
打
出
さ
れ
た
方
針
で
あ

り
、
こ
の
時
期
に
、
特
に
「
川
船
支
配
政
策
の
転
換
期
」（
同
書
、
二
四
二
頁
）
と
す
る
程
の
事
実
は
み
ら
れ
な
い
。

（
22
）　

天
明
五
年
六
月
十
日
付
勘
定
奉
行
へ
の
達
書
（『
日
本
財
政
経
済
史
料
』
一
、
一
六
〇
頁
）。
こ
れ
に
は
豊
島
左
兵
衛
の
職
名
を
「
川

船
改
役
所
御
用
向
立
合
」
と
あ
る
が
、
天
明
五
年
十
月
十
日
付
触
書
（『
徳
川
禁
令
考
』
前
集
第
三
、
二
九
五
頁
）　

に
は
「
川
船
方

御
用
立
会
」
と
あ
る
。

（
23
）　

天
明
六
年
五
月
十
四
日
、『
日
本
財
政
経
済
史
料
』
一
、
一
六
一
頁
、『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
九
、
一
七
九
頁
。

（
24
）　
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
九
、
一
七
九
頁
。

（
25
）　
『
日
本
財
政
経
済
史
料
』
一
、
一
六
〇
頁
。

（
26
）　
『
徳
川
禁
令
考
』（
前
集
第
三
、
二
九
五
頁
）
は
十
月
十
日
、『
徳
川
実
紀
』（
十
、
七
八
三
頁
）
は
十
月
七
日
と
し
て
い
る
。

（
27
）　
『
徳
川
禁
令
考
』
前
集
第
三
、
二
九
五
頁
。『
御
触
書
天
明
集
成
』、『
日
本
財
政
経
済
史
料
』
四
に
も
あ
る
。

（
28
）　

こ
の
触
書
を
解
釈
し
て
掲
げ
た
『
徳
川
実
紀
』（
十
、
七
八
三
頁
）
は
、
こ
の
部
分
を
「
関
東
の
河
々
よ
り
府
に
運
漕
す
る
舟
は
、

さ
き
〴
〵
よ
り
、
川
船
考
察
す
る
官
署
の
烙
印
を
得
て
往
来
す
る
に
定
れ
る
こ
と
な
る
に
、
近
年
そ
の
制
み
だ
れ
、
烙
印
な
き
船
を

も
て
運
漕
す
る
も
の
少
な
か
ら
ず
」
と
し
て
い
る
。

（
29
）　

こ
れ
が
、
豊
島
左
兵
衛
武
経
に
特
命
し
た
「
御
府
内
関
東
筋
共
川
々
諸
通
船
高
調
」
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
触
書
の
段
階

で
は
海
路
ま
で
明
記
し
て
い
る
。

（
30
）　
『
徳
川
実
紀
』
は
、「
よ
て
こ
た
び
新
に
制
を
設
け
ら
れ
」
と
、
こ
れ
を
「
新
制
」
と
評
価
し
て
い
る
。

（
31
）　
『
徳
川
実
紀
』（
十
、七
八
三
頁
）
は
、
こ
う
解
釈
し
て
い
る
。
江
戸
後
期
の
幕
府
役
人
の
解
釈
な
の
で
、
こ
れ
に
従
い
た
い
。

（
32
）　

佐
倉
藩
「
年
寄
部
屋
日
記
」（
佐
倉
厚
生
園
所
蔵
）。

（
33
）　

註（
32
）に
同
じ
。
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（
34
）　

天
明
以
後
の
「
年
寄
部
屋
日
記
」
の
中
に
、
押
送
船
や
五
太
力
船
等
の
極
印
関
係
諸
届
書
は
み
ら
れ
る
が
、
艀
船
・
漁
猟
船
等
の

極
印
関
係
史
料
は
み
ら
れ
な
い
。

（
35
）　

丹
治
健
蔵
『
関
東
河
川
水
運
史
の
研
究
』
二
五
〇
頁
。

（
36
）　
「
万
延
元
申
年
分
川
船
御
年
貢
役
銀
勘
定
帳　

横
田
源
七
」（
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
）。

（
37
）　
『
徳
川
実
紀
』
十
、
七
八
三
頁
。

　

二

　関
東
川
船
の
構
造
と
名
称

近
世
の
川
船
に
関
す
る
仕
様
書
や
注
文
書
等
、
造
船
関
係
の
古
文
書
を
み
て
い
る
と
、
船
の
部
分
の
特
殊
な
名
称
と
思

わ
れ
る
も
の
が
多
く
出
て
き
て
、
な
か
な
か
正
確
に
読
む
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
は
、
多
く
の
人
の
経
験
す
る
と
こ
ろ

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
川
船
等
の
部
分
の
名
称
を
引
く
こ
と
の
で
き
る
辞
書
が
ま
だ
存
在
し
て
い
な
い
た
め
で
も
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
近
世
に
作
成
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
『
船
鑑
』
を
元
に
し
て
、
種
々
の
川
船
の
各
部
の
名
称
と
、
そ

れ
が
川
船
の
構
造
上
ど
の
部
分
に
当
る
も
の
で
あ
る
か
を
、
図
の
上
で
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
特
殊
な
名
称
と
川
船
の
構

造
に
対
す
る
理
解
を
深
め
た
い
と
思
う
。
な
お
名
称
検
索
の
便
の
た
め
、
末
尾
に
川
船
の
部
分
名
称
の
索
引
を
付
し
た
。

１　
『
船
鑑
』
に
つ
い
て

先
ず
、
本
稿
が
元
と
し
て
用
い
る
『
船
鑑
』
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。『
船
鑑
』
と
呼
ば
れ
る
書
は
、「
高
瀬
船
」、

「
五
太
力
船
」
等
和
船
の
描
か
れ
た
三
十
三
枚
の
図
面
か
ら
成
り
、
そ
こ
に
は
彩
色
さ
れ
た
詳
細
は
船
の
構
造
図
に
各
部

分
の
名
称
が
記
入
さ
れ
、
船
の
上
口
（
抽
棧
蓋
よ
り
艫
床
ま
で
）
の
長
さ
、
横
巾
、

大
凡
の
所
在
地
、
船
の
別
称
・
俗
称
等
が
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
書
に
採
録
さ
れ

た
船
の
種
類
は
、
な
ん
と
四
十
六
種
に
も
及
ん
で
い
る
。

こ
の
書
の
原
本
は
不
明
だ
が
、
幾
つ
か
の
良
質
な
写
本
が
伝
来
し
て
お
り
、
現

在
知
ら
れ
る
も
の
は
表
2
の
通
り
で
あ
る）

1
（

。

こ
の
内
、
船
の
科
学
館
所
蔵
の
も
の
は
、
現
状
で
は
巻
子
仕
立
て
の
一
巻
と

な
っ
て
い
る
が
、
船
図
に
残
る
折
跡
よ
り
、
元
は
折
本
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

現
在
で
は
全
長
約
一
八
メ
ー
ト
ル
余
、
そ
の
内
に
彩
色
さ
れ
た
三
三
枚
の
船
図

が
あ
り
、
船
図
の
縦
は
二
七
セ
ン
チ
、
横
の
長
さ
は
図
に
よ
っ
て
長
短
が
あ
る

が
、
艜
船
（
川
越
ヒ
ラ
タ
）
で
一
〇
三
セ
ン
チ
、
高
瀬
船
で
九
五
セ
ン
チ
、
部
賀

船
で
六
七
セ
ン
チ
、
箱
造
日
除
船
で
三
八
・
五
セ
ン
チ
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
こ

の
巻
子
本
に
は
表
題
は
な
く
、
所
蔵
館
で
の
登
録
名
が
「
船
鑑
」
と
な
っ
て
い
る
。

奥
書
は
、「
享
保
二
戌
年
新
製
之
」
と
あ
る
。
そ
の
後
に
印
文
「
藤
村
蔵
書
之
印
」

と
い
う
三
セ
ン
チ
角
朱
の
蔵
書
印
が
押
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
巻
子
本
と
な
っ

て
以
後
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
船
図
の
内
容
は
最
も
良
く
、
こ
れ
が
原
本
か
原
本
に

最
も
近
い
写
本
で
あ
ろ
う
。

東
京
都
公
文
書
館
所
蔵
の
も
の
は
、「
府
治
類
纂
・
舟
車
ノ
部
」
の
中
に
「
箱

造
日
除
舟
其
外
図
式
」
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
冊
子
本
と
な
っ
て
い

表 2　「船鑑」の写本一覧

表　　題 奥　　書 形 態 所　蔵　者

ナシ（船鑑） 享和二戌年新製之 巻子本 船の科学館
（科学館本）

ナシ（府治類纂・舟車ノ部） ナシ 冊子 東京都公文書館
（府治類纂）

船鑒　完 旧図　享和二戌年新製之
　　　　明治六季酉二月写 折本 東京国立博物館

（東博本）

船鑑（内題・船鑒　完） 旧図　享和二戌年新製之
　　　　明治六季酉二月写 折本 国立国会図書館

（国会本）
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る
。
筆
写
年
代
は
「
府
治
類
纂
」
の
「
戊
辰
年
」
の
所
に
あ
る
の
で
、
明
治
元
年
に
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
、

最
初
か
ら
冊
子
用
と
し
て
写
さ
れ
て
い
る
。
や
は
り
彩
色
さ
れ
た
三
三
枚
の
船
図
か
ら
成
っ
て
い
る
が
、
表
題
も
奥
書
も

写
さ
れ
て
い
な
い
。

東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
の
も
の
は
、
縦
二
六
・
五
セ
ン
チ
、
横
一
三
・
五
セ
ン
チ
の
折
本
と
な
っ
て
お
り
、
表
題
に

「
船
鑒　

完
」
と
あ
る
。
奥
書
は
「
旧
図　

享
和
二
戌
年
新
製
之　

明
治
六
李
酉
二
月
写
」
と
あ
っ
て
、
そ
の
後
に
「
徳

川
宗
敬
氏
寄
贈
」
と
い
う
印
文
の
朱
印
が
押
さ
れ
て
い
る
。
彩
色
さ
れ
た
三
三
枚
の
船
図
か
ら
成
る
点
は
同
じ
で
あ
る
が
、

船
図
の
大
き
さ
は
縦
二
六
・
五
セ
ン
チ
で
、
横
は
箱
造
日
除
船
で
三
八
・
五
セ
ン
チ
、
日
除
造
二
挺
立
船
で
三
七
セ
ン
チ
、

川
越
艜
で
一
〇
一
セ
ン
チ
、
高
瀬
船
で
九
一
セ
ン
チ
、
部
賀
船
で
七
〇
・
五
セ
ン
チ
と
船
の
科
学
館
本
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ

る
が
、
多
少
の
大
小
は
あ
る
。

ま
た
、
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
本
は
、
折
本
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
元
の
本
を
一
度
は
が
し
て
大
き
く
製
本
し
な

お
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
台
紙
は
縦
三
〇
セ
ン
チ
、
横
五
九
セ
ン
チ
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
は
ら
れ
た
船
図
は
、
最
初

の
箱
造
日
除
船
で
縦
二
七
セ
ン
チ
、
横
三
九
・
五
セ
ン
チ
と
な
っ
て
い
る
。
表
題
は
「
船
鑑
」
で
あ
る
が
、
内
題
に
「
船

鑒　

完
」
と
あ
り
、
こ
の
内
題
の
用
紙
が
後
に
続
く
船
図
と
共
紙
な
の
で
、
こ
れ
が
製
本
し
な
お
さ
れ
る
以
前
の
表
題
で

あ
ろ
う
。
奥
書
は
、「
旧
図　

享
和
二
戌
年
新
製
之　

明
治
六
季
酉
二
月
写
」
と
あ
っ
て
、
東
京
国
立
博
物
館
蔵
本
と
全

く
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
船
図
の
大
き
さ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
縦
は
二
七
セ
ン
チ
で
横
は
、
川
越
艜
で
一
一
四
セ
ン
チ
、
高

瀬
船
で
一
〇
二
セ
ン
チ
、
部
賀
船
で
七
五
セ
ン
チ
と
多
少
大
き
く
な
っ
て
い
る
。

東
博
本
・
国
会
本
は）

2
（

、
共
に
明
治
六
年
に
写
さ
れ
た
写
本
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
が
、
写
さ
れ
た
年
代
の
記
さ
れ

て
い
な
い
船
の
博
物
館
所
蔵
本
は
、
明
治
以
前
に
書
か
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
、「
渡
船
」
の

図
の
中
に
、
東
博
本
・
国
会
本
で
は
「
東
京

9

9

並
近
在
ニ
有
之
」
と
あ
る
と
こ
ろ
に
、
科
学
館
本
と
「
府
治
類
纂
」
本
と
に

は
、「
江
戸

9

9

並
近
在
ニ
有
之
」
と
記
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

次
に
、
三
三
枚
か
ら
な
る
船
図
の
配
列
順
序
を
み
て
み
よ
う
。
各
船
図
の
中
に
記
さ
れ
た
「
上
口
」
の
長
さ
と
は
、

「
舳
棧
蓋
ヨ
リ
艫
床
マ
デ
」
の
長
さ
で
あ
る
と
説
明
が
書
か
れ
て
い
る
図
は
唯
一
枚
「
箱
造
日
除
船
図
」
の
み
で
あ
る
の

で
、
こ
れ
が
最
初
の
図
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
東
博
本
は
、
こ
の
「
箱
造
日
除
船
図
」
を
最
初
と
し
て
、
最
後
の
「
五
太

力
船
（
櫓
付
）
図
」
ま
で
三
三
枚
の
図
が
並
ん
で
い
る
。「
府
治
類
纂
」
本
も
、
並
び
順
は
全
く
同
じ
で
あ
る
。
国
会
本

は
、
三
〇
番
目
の
「
押
送
船
図
」
ま
で
は
こ
れ
と
同
じ
で
あ
る
が
、

そ
の
後
の
三
枚
が
異
っ
て
い
る
。
こ
の
並
び
方
は
、
同
じ
「
五
太
力
船
図
」
で
「
上
口
凡　

長
横　

同
前
」
と
記
さ
れ
た

図
が
前
に
並
ん
で
い
る
な
ど
不
合
理
な
点
が
あ
る
の
で
、
お
そ
ら
く
製
本
し
な
お
す
時
に
前
後
を
誤
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
科
学
館
本
の
船
図
は
「
屋
形
船
図
」
よ
り
始
ま
り
、
全
く
異
っ
た
並
び
順
と
な
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
折

本
を
こ
わ
し
て
巻
子
本
に
直
す
時
に
適
当
に
前
後
を
変
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
写
さ
れ
た
年
代
も
古
く
、
内
容
的
に
も
科
学

館
本
が
一
番
良
い
の
で
あ
る
が
、
原
本
の
形
態
や
船
図
の
構
成
順
序
等
を
良
く
残
し
伝
え
て
い
る
も
の
は
、
東
博
本
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
こ
の
書
の
表
題
を
「
川
船
鑑
」
と
書
く
人
も
あ
る
が
そ
れ
は
誤
り
で
、
現
存
す
る
全
て
の
写
本
が
「
船
鑑
（
船

鑒
）」
と
題
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
や
は
り
原
本
の
表
題
は
「
船
鑑
」
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る）

3
（

。

こ
の
『
船
鑑
』
は
、
徳
川
幕
府
川
船
奉
行
の
下
の
川
船
役
所
が
作
成
し
た
も
の
と
云
わ
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
『
船

鑑
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
船
の
大
部
分
は
「
川
船
」
で
あ
る
が
、
そ
の
内
に
は
「
海
船
」
も
含
ま
れ
て
い
る
。
例
え
ば

「
海
猟
茶
船
」、「
五
太
力
船
」
や
「
五
下
船
」
等
が
「
海
船
」
で
あ
る
こ
と
は
、『
船
鑑
』
の
中
の
そ
れ
ぞ
れ
の
船
図
に
、
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「
武
蔵
・
伊
豆
・
相
模
・
安
房
・
上
総
辺
海
付
ニ
有
之
」
と
あ
り
、「
猟
漁
」
の
図
に
は
、「
深
川
・
佃
島
・
行
徳
辺
、
其

外
海
付
ニ
有
之
」
と
あ
る
こ
と
等
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
江
戸
湾
内
に
あ
っ
た
「
海
船
」
の
全
て
が
含

ま
れ
て
い
る
の
か
と
云
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
二
形
船
や
弁
才
船
等
の
廻
船
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ

る
。
で
は
ど
う
し
て
「
海
船
」
の
一
部
の
み
が
収
録
さ
れ
た
『
船
鑑
』
が
作
成
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
疑
問
を
解
明
す
る
た
め
に
は
、
先
ず
幕
府
川
船
奉
行
の
検
討
か
ら
始
め
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
徳
川
幕
府
の

下
に
寛
永
期
よ
り
設
置
さ
れ
た
川
船
奉
行
は
、
最
初
の
軍
事
的
要
請
か
ら
、
後
に
は
経
済
的
要
請
か
ら
江
戸
及
び
関
東
の

川
船
を
支
配
・
統
制
の
対
象
と
し
た
こ
と
は
良
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
支
配
・
統
制
の
対
象
と
し
た
具
体
的
な
川
船
は
、

川
船
奉
行
設
置
時
よ
り
貞
享
三
年
ま
で
は
、
江
戸
お
よ
び
江
戸
府
内
へ
乗
り
入
れ
る
積
荷
船
と
し
て
の
川
船
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
そ
の
後
支
配
対
象
は
徐
々
に
拡
大
さ
れ
、
元
禄
二
年
に
は
「
江
戸
并
関
東
筋
川
船
、
不
依
何
船
」
と
、
江
戸
府

内
乗
り
入
れ
の
有
無
に
関
係
な
く
、
江
戸
・
関
東
全
域
の
す
べ
て
の
川
船
に
ま
で
拡
大
さ
れ
た
。
そ
し
て
幕
府
の
川
船
支

配
機
構
に
大
改
革
の
行
な
わ
れ
た
享
保
期
に
、
つ
い
に
海
船
の
一
部
ま
で
も
川
船
役
所
の
支
配
対
象
と
な
る
の
で
あ
る）

4
（

。

享
保
七
年
、
幕
府
は
「
武
蔵
・
相
模
・
安
房
・
上
総
・
下
総
・
伊
豆
・
駿
河
海
辺
ニ
有
之
無
極
印
船
、
江
戸
内
川
へ
乗

り
入
れ
、
川
船
御
年
貢
船
と
入
交
り
稼
、
紛
敷
候
ニ
付）

5
（

」
と
い
う
理
由
で
、
江
戸
湾
沿
岸
お
よ
び
伊
豆
・
駿
河
国
海
辺
に

あ
る
海
船
で
、
江
戸
内
川
へ
乗
り
入
れ
る
船
は
全
て
極
印
打
の
対
象
、
即
ち
川
船
役
所
へ
登
録
す
る
船
と
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
海
付
の
村
々
へ
伝
え
る
享
保
七
年
七
月
の
「
触
書）

6
（

」
に
は
、「
別
紙
帳
面
村
々
ニ
有
之
五
太
力
船
并
五
下
船
・
猟

船
・
押
送
船
之
類
」
と
、
具
体
的
な
船
種
名
を
あ
げ
て
い
る
。

こ
れ
が
、『
船
鑑
』
の
中
に
と
り
あ
げ
ら
れ
た
「
武
蔵
・
伊
豆
・
相
模
・
安
房
・
上
総
辺
海
付
ニ
有
之　

五
太
力
船
」

等
の
海
船
と
ま
さ
し
く
対
応
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
、『
船
鑑
』
は
江
戸
の
幕
府
川
船
役
所
が
、
管
下
の
船
統
制
の
た
め
の
参
考
資
料
と
し
て
作
成
し

た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
作
戌
年
代
は
享
保
七
年
以
後
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
、「
享
和
二
戌
年
新
製
之
」

と
あ
る
奥
書
は
、
こ
の
書
の
作
戌
年
代
を
示
す
も
の
と
し
て
、
妥
当
な
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

註
（
1
）　

こ
の
他
に
も
、『
古
事
類
苑
」
が
引
用
す
る
「
諸
造
船
式
図
」
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
「
船
鑑
」
の
一
写
本
で
あ
ろ
う
。

（
2
）　

以
下
、
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
本
を
「
東
博
本
」、
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
本
を
「
国
会
本
」、
船
の
科
学
館
所
蔵
本
を
「
科
学
館

本
」
と
略
記
し
て
呼
ぶ
。

（
3
）　

こ
の
書
の
内
に
は
海
船
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、「
川
船
鑑
」
と
い
う
名
は
妥
当
で
な
い
。

（
4
）　

本
章
前
節
参
照
。

（
5
）　
『
徳
川
禁
令
考
』
前
集
第
三
、
二
九
二
頁
、（
引
用
は
「
御
勝
手
方
御
定
書
」）。

（
6
）　

本
章
前
節
参
照
。

２　
『
船
鑑
』
に
み
る
川
船
・
海
船
の
構
造

『
船
鑑
』
の
中
に
収
録
さ
れ
て
い
る
川
船
お
よ
び
海
船
の
船
図
を
も
と
に
し
て
、
各
船
の
持
つ
性
格
・
構
造
等
に
つ
い

て
少
し
ふ
れ
て
み
た
い
。

⑴　

推
進
具
に
つ
い
て

先
ず
船
の
推
進
具
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
一
般
的
に
帆
・
艪
・
櫂
・
棹
が
考
え
ら
れ
る
。
帆
を
用
い
た
船
に
は
当
然
な
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が
ら
「
帆
柱
」、「
帆
筒
」、「
帆
挟
」、「
帆
車
」
等
が
み
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
図
の
中
で
そ
の
様
な
船
を
探
す
と
、
次
の
如

く
に
な
る
。

①
帆
走

高
瀬
船
、
艜
船
（
上
州
ヒ
ラ
タ
）、
艜
船
（
川
越
ヒ
ラ
タ
）、
房
丁
高
瀬
船
、
房
丁
茶
船
、
茶
船
（
瀬
取
茶
船
）、

茶
船
（
荷
足
舟
）、
茶
船
（
葛
西
舟
）、
部
賀
船
、
小
鵜
飼
船
、
日
除
造
二
挺
立
船
、
屋
形
船
、
五
太
力
船
、
五
下

船
、
猟
船
、
旅
猟
船
、

こ
れ
に
対
し
て
艪
を
用
い
る
場
合
は
、「
艪
床
」、「
艪
杭
」
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

②
艪茶

船
（
瀬
取
茶
舟
）、
茶
船
（
荷
足
舟
）、
茶
船
（
猪
牙
舟
）、
茶
船
（
葛
西
舟
）、
茶
船
（
投
網
舟
）、
海
猟
茶
船
、

猟
船
造
茶
船
、
中
艜
船
（
見
沼
通
舟
）、
渡
船
、
日
除
船
（
屋
根
船
）、
日
除
造
二
挺
立
船
、
箱
造
日
除
船
、
押
送

船
、

こ
れ
ら
の
内
に
は
、
帆
筒
等
も
あ
っ
て
帆
走
と
兼
用
し
た
船
も
み
ら
れ
る
。

③
帆
・
艪
の
兼
用

茶
船
（
瀬
取
茶
舟
）、
茶
舟
（
荷
足
舟
）、
茶
船
（
葛
西
舟
）、
日
除
造
二
挺
立
船
、

ま
た
、
帆
・
艪
と
共
に
、
櫂
・
棹
も
兼
用
す
る
船
も
当
然
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
構
造
図
の
上
で
は
確
認
で
き
な
い
。

た
だ
海
船
で
あ
り
な
が
ら
棹
を
使
っ
て
江
戸
内
川
を
航
行
し
た
と
い
う
五
太
力
船
に
は
棹
を
使
う
た
め
の
「
ダ
イ
（
台
）」

が
取
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
五
下
船
に
も
五
太
力
船
よ
り
短
い
が
同
じ
く
「
ダ
イ
」
が
付
け
ら

れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
も
江
戸
内
川
に
入
っ
て
棹
を
使
っ
て
航
行
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
、
帆
や
櫓
を
使
用
す
る
た
め
の
部
分
の
な
い
船
、
即
ち
櫂
や
棹
の
み
に
よ
っ
て
航
行
し
た
と
思
わ
れ
る

船
も
み
ら
れ
る
。

④
櫂
・
棹

馬
渡
船
、
作
渡
船
、
雑
喉
取
田
船
、
作
場
田
船
、
引
船
、
川
下
小
船
、
所
働
船
、

ま
た
、
帆
筒
も
艪
床
・
艪
杭
等
の
記
載
も
な
い
船
に
、
伝
馬
造
茶
船
、
中
艜
船
（
土
舟
）、
粉船
艜
船
（
土
舟
）、
土
艜
船
、

似
土
船
、
修
羅
船
（
石
舟
）、
石
積
艜
船
も
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
記
載
は
な
い
も
の
の
艪
床
ら
し
き
も
の
等
が
描
か
れ
て

お
り
、
艪
の
使
用
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

⑵　

梶
に
つ
い
て

船
の
方
向
舵
で
あ
る
梶
が
付
い
て
描
か
れ
て
い
る
図
は
、
わ
ず
か
に
高
瀬
船
、
艜
船
（
上
州
ヒ
ラ
タ
、
川
越
ヒ
ラ
タ
）、

部
賀
船
、
小
鵜
飼
船
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
以
外
の
多
く
の
船
に
梶
が
使
用
さ
れ
な
か
っ
た
と
は
考
え
難
い
。
お

そ
ら
く
梶
の
描
か
れ
た
船
は
、
固
定
し
た
梶
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
他
の
船
は
着
脱
可
能
な
梶
を
用
い
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。
こ
の
着
脱
可
能
な
梶
を
取
付
け
る
部
分
が
「
マ
リ
口
」
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
目
で
見
る
と
「
マ
リ
口
」
を
持
つ

船
は
多
い
。
む
し
ろ
「
マ
リ
口
」
の
な
い
船
、
即
ち
梶
を
使
用
し
な
い
船
は
少
な
い
の
で
あ
る
。

①
「
マ
リ
口
」
が
描
か
れ
て
い
る
船

房
丁
高
瀬
船
、
房
丁
茶
船
、
茶
船
（
瀬
取
茶
舟
）、
茶
船
（
荷
足
舟
）、
茶
船
（
葛
西
舟
）、
伝
馬
造
茶
船
、
茶
船

（
投
網
舟
）、
中
艜
船
（
見
沼
通
船
）、
中
艜
船
（
土
舟
）、
似
土
船
、
修
羅
船
、
石
積
艜
船
、
日
除
船
、
日
除
造
二

廷
立
船
、
箱
造
日
除
船
、
屋
形
船
、
湯
船
、
水
船
、
五
太
力
船
、
五
下
船
、
押
送
船
、
猟
船
、
旅
猟
船
、
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②
「
マ
リ
口
」
の
な
い
船

茶
船
（
猪
牙
舟
）、
粉船
艜
船
（
土
舟
）、
土
艜
船
、
渡
船
、
馬
渡
船
、
作
渡
船
、
雑
喉
取
田
船
、
作
場
田
船
、
引
船
、

川
下
小
船
、
所
働
船
、

⑶　

船
首
の
構
造
に
つ
い
て

船
図
に
描
か
れ
た
船
の
船
首
の
構
造
に
は
、「
水
押
」
の
あ
る
も
の
と
、「
立
板
造
」
の
も
の
が
み
ら
れ
る
が
、「
立
板

造
」
の
船
は
少
な
い
。
そ
の
内
で
も
川
船
の
代
表
的
な
船
で
あ
る
高
瀬
船
、
見
沼
代
用
水
路
を
往
来
し
た
中
艜
船
、
渡
良

瀬
川
・
鬼
怒
川
を
上
下
し
た
部
賀
船
・
小
鵜
飼
船
が
中
心
で
あ
る
。
そ
れ
に
比
し
て
高
瀬
船
と
並
ぶ
代
表
的
な
川
船
で
あ

る
艜
船
は
何
故
か
「
水
押
造
」
で
あ
っ
た
。

「
水
押
」
を
持
つ
船
の
中
で
も
、
特
に
大
き
く
立
派
な
一
本
水
押
を
立
て
た
船
は
、
五
太
力
船
・
五
下
船
・
押
送
船
・

猟
船
等
の
海
船
と
、
日
除
船
・
屋
形
船
、
そ
れ
に
茶
船
類
（
瀬
取
茶
舟
・
荷
足
舟
・
猪
牙
舟
・
葛
西
舟
・
投
網
舟
等
）
で

あ
っ
た
。
海
船
は
荒
波
を
分
け
て
進
む
た
め
に
必
要
で
あ
っ
た
ろ
う
し
、
日
除
船
・
屋
形
船
は
む
し
ろ
外
見
上
の
美
観
の

た
め
で
あ
っ
た
ろ
う
。
茶
船
類
は
廻
船
か
ら
の
積
荷
の
積
下
し
等
の
た
め
に
海
上
に
出
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

茶
船
の
中
で
も
川
内
の
み
を
航
行
し
、
利
根
川
下
流
の
遊
覧
船
「
木
下
茶
船
」
に
も
な
っ
た
「
房
丁
茶
船
」
は
、
水
押
で

は
な
く
「
立
板
造
」
で
あ
っ
た
。

①
水
押
を
も
つ
船

艜
船
（
上
州
ヒ
ラ
タ
、
川
越
ヒ
ラ
タ
）、
茶
船
（
瀬
取
茶
舟
）、
茶
船
（
荷
足
舟
）、
茶
船
（
猪
牙
舟
）、
茶
船
（
葛

西
舟
）、
伝
馬
造
茶
船
、
茶
船
（
投
網
舟
・
釣
船
）、
海
猟
茶
船
、
中
艜
船
（
土
舟
）、
土
艜
船
、
似
土
船
、
修
羅

船
、
石
積
艜
船
、
渡
船
、
日
除
船
、
日
除
造
二
延
立
船
、
箱
造
日
除
船
、
湯
船
、
水
船
、
五
太
力
船
、
五
下
船
、

押
送
船
、
猟
船
、
旅
猟
船
、

②
立
板
造
の
船

高
瀬
船
、
房
丁
高
瀬
船
、
房
丁
茶
船
、
中
艜
船
（
見
沼
通
船
）、
部
賀
船
、
小
鵜
飼
船
、
馬
渡
船
、
作
渡
船
、
雑

喉
取
田
船
、
作
場
田
船
、
引
船
、
川
下
小
船
、
所
働
船
、

⑷　

船
側
面
の
構
造
に
つ
い
て

船
の
側
面
の
構
造
は
、
大
船
で
あ
る
高
瀬
船
・
艜
船
、
海
船
で
あ
る
五
太
力
船
等
で
も
、
全
て
一
枚
棚
か
二
枚
棚
と

な
っ
て
お
り
、
三
枚
棚
は
み
ら
れ
な
い
。
一
枚
棚
は
、
ま
た
「
一
枚
カ
キ
」
と
も
書
か
れ
て
お
り
、
二
枚
棚
は
「
根
棚
」

と
「
上
棚
」
と
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
単
純
な
一
枚
棚
は
、
ま
た
構
造
上
立
板
造
と
の
関
係
が
深
い
。
即
ち
船
首

が
立
板
造
の
船
十
三
種
の
う
ち
、
中
艜
船
を
除
い
た
残
り
の
全
て
が
一
枚
棚
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
逆
に
水
押
を
持
つ
船

は
二
枚
棚
が
多
い
と
も
云
え
よ
う
。
船
首
の
立
板
造
の
「
高
瀬
船
」
は
一
枚
棚
で
あ
り
、
船
首
に
水
押
を
持
つ
「
艜
船
」

は
二
枚
棚
と
な
っ
て
い
る
。

①
一
枚
棚
の
船

高
瀬
船
、
房
丁
高
瀬
船
、
房
丁
茶
船
、
伝
馬
造
茶
船
、
粉船
艜
船
（
土
舟
）、
部
賀
船
、
小
鵜
飼
船
、
渡
船
、
馬
渡

船
、
作
渡
船
、
雑
喉
取
田
船
、
作
場
田
船
、
引
船
、
川
下
小
船
、
所
働
船
、

②
二
枚
棚
（
上
タ
ナ
・
根
タ
ナ
）
の
船
（
前
期
一
枚
棚
船
以
外
の
全
て
の
船
）
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⑸　

世
事
（
セ
イ
ジ
）・
櫓
（
ヤ
グ
ラ
）
に
つ
い
て

世
事
・
櫓
は
、
船
頭
・
水
主
等
乗
組
員
の
生
活
の
室
（
船
室
）
で
あ
る
。
こ
れ
を
設
置
し
て
い
る
船
は
当
然
な
が
ら
長

期
の
航
行
が
予
想
さ
れ
る
船
で
あ
る
。
関
東
各
地
か
ら
数
日
か
ら
数
十
日
を
か
け
て
江
戸
に
物
資
を
漕
送
す
る
高
瀬
船
や

艜
船
、
江
戸
湾
沿
岸
や
遠
く
は
伊
豆
・
駿
河
国
沿
岸
の
村
々
か
ら
江
戸
に
産
物
を
輸
送
す
る
五
太
力
船
な
ど
が
そ
れ
で
あ

る
。
こ
の
『
船
鑑
』
の
中
で
も
、
世
事
や
櫓
が
描
か
れ
て
い
る
船
は
、
川
船
で
は
高
瀬
船
、
艜
船
（
上
州
ヒ
ラ
タ
・
川
越

ヒ
ラ
タ
）、
国
形
茶
船
、
土
艜
船
、
海
船
で
は
五
太
力
船
（
櫓
付
、
小
廻
り
舟
）
の
み
で
あ
る
。

⑹　

船
の
大
き
さ
に
つ
い
て

『
船
鑑
』
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
船
図
の
中
に
、
そ
の
船
の
上
口
の
凡
そ
の
長
さ
、
横
巾
が
記
入
さ
れ
て
い
る
。「
上
口
」

と
は
、
原
本
で
は
最
初
の
図
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
「
箱
造
日
除
船
」
の
図
の
中
に
、「
舳
桟
蓋
ヨ
リ
艫
床
マ
テ
」
の
長

さ
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
お
り
ほ
ぼ
船
の
全
長
に
近
い
長
さ
で
あ
る
。
ま
た
「
横
」
は
、
船
の
横
巾
の
最
も
広
い
部
分
で
の

数
値
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
数
値
は
相
当
に
巾
の
あ
る
書
き
方
が
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
高
瀬
船
」
で
は
「
上

口
凡　

長
三
丈
一
・
二
尺
ヨ
リ
、
八
丈
八
・
九
尺
マ
テ
」
と
あ
っ
て
、
最
小
と
最
大
の
数
値
の
間
に
は
三
倍
近
い
差
が
あ

る
。
勿
論
「
高
瀬
船
」
と
い
っ
て
も
大
型
の
船
も
小
型
の
船
も
あ
っ
た
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
船
種
の
間
で

大
き
さ
規
模
を
単
純
に
云
々
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
が
、
や
は
り
大
き
く
見
る
と
大
型
船
の
多
い
船
種
と
小
型

船
の
船
種
と
が
あ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
各
船
種
の
長
さ
・
巾
の
数
値
の
内
で
最
も
大
き
な
数
値
を
と
っ
て

比
べ
て
み
る
と
、
表
3
の
よ
う
に
な
る
。

こ
れ
を
み
る
と
、
大
型
船
は
川
船

で
は
「
高
瀬
船
」、「
艜
船
」
と
「
屋

形
船
」
で
、「
馬
渡
・
作
渡
船
」
が

以
外
に
大
き
い
。
海
船
で
は
「
五
太

力
船
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
大
型
船

と
す
る
と
、
中
型
船
、
小
型
船
と
ほ

ぼ
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
中
型
船
に
は
川
船
で
は
「
房

丁
高
瀬
船
」、「
房
丁
茶
船
」、「
部
賀

船
」、「
小
鵜
飼
船
」
等
が
あ
り
、
海

船
で
は
「
押
送
船
」、「
五
下
船
」
等

が
あ
る
。
小
型
船
の
内
の
快
速
舟
で

あ
る
「
猪
牙
舟
・
山
谷
舟
」
は
、
船

長
の
割
り
に
横
巾
が
せ
ま
い
。
お
そ

ら
く
横
揺
れ
が
大
き
か
っ
た
ろ
う
。

こ
の
逆
と
な
っ
て
い
る
の
が
「
湯

船
」
で
、
船
長
の
割
り
に
横
巾
が
広

く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

表 3　船の大小規模一覧
船　種　名 長 横巾 船　種　名 長 横巾

大　
　

船

高瀬船 89尺 17尺
中　
　

船

伝馬造茶船 30尺  8尺
艜船（上州ヒラタ） 80　 14　 土艜船 29　  8　
艜船（川越ヒラタ） 78　 15　 似土船 29　  8　
五太力船（鰯商） 65　 17　 茶船（葛西・薗※） 28　  8　
五太力船（櫓付） 〃　 〃　

小　
　
　
　
　

船

日除船（屋根舟） 26　  6　
馬渡船 55　 11　 渡船 25　  8　
作渡船 〃　 〃　 粉船艜船 25　  7　
屋形船 50　 14　 日除造二挺立船 25　  6　

中　
　
　
　

船

修羅船 47　 12　 茶船（荷足舟） 25　  6　
石積艜船 〃　 〃　 茶船（猪牙・山谷） 25　 4.6　
押送船 46　  9　 水船 24　  7　
部賀船 45　  9　 茶船（投網・釣） 23　  5　
房丁高瀬船 44　  9　 海猟茶船 〃　 〃　
茶船（瀬取） 42　 10　 猟船造茶船 〃　 〃　
中艜（土舟・鬼丸） 42　  9　 雑喉取田船 23　 4.5　
小鵜飼船 42　  8　 作場田船 〃　 〃　
五下船 37　  9　 引船 〃　 〃　
房丁茶船 36　  7　 川下小船 〃　 〃　
中艜（見沼通船） 35　  7　 所働船 〃　 〃　
箱造日除船 32　  8　 湯船 22　  7　
猟船（旅猟船） 32　  6　
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1
、
箱
造
日
除
船　

武
家
手
舟

　
　
　
　

但
四
挺
立　

三
挺
立

　
　
　

舳
棧
蓋
ヨ
リ

　
　
　

艫　

床
マ
デ

　
　
　

上
口
凡　

長
三
丈
一
二
尺

横
七
八
尺　
　

2
、
日
除
船　

俗
ニ
屋
根
舟
ト
云

　
　
　
　

但
四
挺
立　

三
挺
立　

二
挺
立

　
　
　

上
口
凡　

長
二
丈
五
六
尺

横
六
尺　
　
　

3
、
日
除
造
二
挺
立
船　

俗
ニ
仮
日
除

武
家
手
舟

　
　
　

上
口
凡　

長
二
丈
四
五
尺

横
五
六
尺　
　

4
、
屋
形
船

　
　
　

上
口
凡　

長
二
丈
七
八
尺
ヨ
リ

五
丈
位　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

横
八
九
尺
ヨ
リ

一
丈
四
尺
位

　
　
　
　
　
　
　

但
先
年
ハ
長
七
八
丈

　
　
　
　
　
　
　

横
一
丈
五
六
尺
マ
デ
有
之

　
　
　
　
　
　
　

当
時
ハ
無
之

5
、
茶
船　

俗
ニ
大
茶
舟
ヲ
瀬
取
茶
舟
ト
云

　
　
　

上
口
凡　

長
二
丈
五
六
尺
ヨ
リ

四
丈
一
二
尺
マ
デ

　
　
　
　
　
　
　

横
七
八
尺
ヨ
リ

一
丈
位
マ
デ

　
　
　
　

但
大
茶
舟
ニ
世
事
所
有
之
ハ

　
　
　
　

国
方
茶
船
ト
云

6
、
茶
船　

俗
二
荷
足
舟
ト
云

　
　
　

上
口
凡　

長
二
丈
四
五
尺

横
六
尺
位　
　

7
、
茶
船　

俗
ニ
投
網
舟

釣　

舟
ト
云

　
　
　

海
猟
茶
舟

　
　
　

猟
船
造
茶
舟

　
　
　

上
口
凡　

長
二
丈
三
三
尺

横
五
尺　
　
　

8
、
茶
船　

俗
ニ
猪
牙
舟

山
谷
舟
ト
云

　
　
　

上
口
凡　

長
二
丈
四
五
尺

横
四
尺
五
六
寸

9
、
茶
船　

俗
ニ
葛
西
舟

薗※　

舟
ト
云

　
　
　

上
口
凡　

長
二
丈
七
八
尺

横
七
八
尺　
　

10
、
伝
間
造
茶
船

　
　
　

上
口
凡　

長
二
丈
一
二
尺
ヨ
リ

三
丈
位　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

横
五
六
尺
ヨ
リ

七
八
尺
マ
デ

11
、
渡
船

　
　
　

上
口
凡　

長
二
丈
四
五
尺　
　
　
　
　

横
六
尺
位
ヨ
リ
七
八
尺
マ
デ

　
　
　

江
戸
並
近
在
ニ
有
之

12
、
水
船

　
　
　

上
口
凡　

長
二
丈
三
四
尺

横
六
七
尺　
　

13
、
湯
船

　
　
　

上
口
凡　

長
二
丈
一
二
尺

横
六
七
尺　
　

14
、
修
羅
船　

石
積
艜
船　

俗
ニ
ヒ
ラ
ダ

石　

舟
ト
云

　
　
　

上
口
凡　

長
四
丈
二
三
尺
ヨ
リ

四
丈
七
尺
マ
テ　

　
　
　
　
　
　
　

横
一
丈
二
尺
位

　
　
　
　
　
　

但
板
子
無
之
ヲ
修
羅
造

　
　
　
　
　
　

艜
舟
ト
云

15
、
土
艜
船　

俗
ニ
土
舟
ト
云

　
　
　

上
口
凡　

長
二
丈
八
九
尺

横
八
尺
位　
　

16
、
似
土
船　

俗
土
舟
ト
云

　
　
　

上
口
凡　

長
二
丈
八
九
尺

横
八
尺
位　
　

17
、
粉船
艜
船　

俗
土
舟
ト
云

　
　
　

上
口
凡　

長
二
丈
四
五
尺

横
七
尺
余　
　

18
、
中
艜
船　

俗
ニ
土
舟
鬼
丸
ト
云

　
　
　

上
口
凡　

長
四
丈
一
二
尺

横
九
尺
位　
　

19
、
中
艜
船　

見
沼
通
船
ト
云

　
　
　

上
口
凡　

長
三
丈
四
五
尺

横
七
尺
位　
　

３　
『
船
鑑
』
収
録
の
諸
船
と
部
分
名
称

『
船
鑑
』
に
収
録
さ
れ
た
船
図
の
中
か
ら
、
諸
船
に
関
す
る
記
載
（
科
学
館
本
に
よ
る
）
を
以
下
に
書
き
出
し
、
諸

船
の
部
分
名
称
は
一
覧
表
と
し
て
各
船
図
の
中
に
掲
げ
る
。
な
お
、
各
船
図
の
順
番
は
、
原
本
の
並
順
を
復
元
し
た
。
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20
、
艜
船　

俗
ニ
川
越
ヒ
ラ
タ

　
　
　

上
口
凡　

長
五
丈
一
二
尺
ヨ
リ

七
丈
七
八
尺
マ
テ

　
　
　
　
　
　
　

横
一
丈
位
ヨ
リ
一

丈
四
五
尺
位

　
　
　

荒
川
通
ニ
有
之

21
、
艜
船　

俗
ニ
上
州
ヒ
ラ
タ

　
　
　

上
口
凡　

長
五
丈
一
二
尺
ヨ
リ

八
丈
位　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

横
一
丈
位
ヨ
リ　
　

一
丈
三
四
尺
マ
テ

　
　
　

上
利
根
川
通
ニ
有
之

22
、
部
賀
船

　
　
　

上
口
凡　

長
四
丈
四
五
尺

横
八
九
尺　
　

　
　
　

巴
波
川

　
　
　

思　
　

川
通
ニ
有
之

　
　
　

渡
良
瀬
川

23
、
小
鵜
飼
船

　
　
　

上
口
凡　

長
四
丈
一
二
尺

横
七
八
尺　
　

　
　
　

鬼
怒
川
通
ニ
有
之

24
、
高
瀬
船

　
　
　

関
東
川
々
所
々
ニ
有
之

　
　
　

上
口
凡　

長
三
丈
一
二
尺
ヨ
リ

八
丈
八
九
尺
マ
テ

　
　
　
　
　
　
　

横
七
八
尺
ヨ
リ　
　

一
丈
六
七
尺
マ
テ

25
、
房
丁
高
瀬
船

　
　
　

上
口
凡　

長
四
丈
三
四
尺

横
八
九
尺　
　

　
　
　

下
利
根
川
通
ニ
有
之

26
、
房
下
茶
船

　
　
　

上
口
凡　

長
三
丈
一
二
尺
ヨ
リ

三
丈
五
六
尺
マ
テ

　
　
　
　
　
　
　

横
六
七
尺

　
　
　

下
利
根
川
通
ニ
有
之

　
　
　
　

但
形
小
ク
テ
如
図
胴
ノ
間
ニ

　
　
　
　

戸
棚
有
之
ヲ
耕
作
舟
ト
云

　
　
　
　

江
戸
往
来
無
之
下
利
根
川

　
　
　
　

通
木
下
河
岸
マ
テ
下
モ
川

　
　
　
　

通
船

27
、
雑
喉
取
田
船　

近
在
川
附
村
々
ニ
有
之

　
　

作
場
田
船　

同　

前

　
　

引　
　
　

船　

西
葛
西
領
用
水
堀
ノ
内
ニ
有
之

　
　

川
下
小
船　

関
東
川
所
々
ニ
有
之

　
　

所　

働　

船　

上
利
根
川

烏　
　

川
通
ニ
有
之

　
　
　

上
口
凡　

長
一
丈
四
五
尺
ヨ
リ

二
丈
二
三
尺
マ
デ

　
　
　
　
　
　
　

横
三
尺
七
八
寸
ヨ
リ

四
尺
四
五
寸
マ
テ

　
　
　

右
五
品
ハ
江
戸
往
来
無
之

28
、
馬
渡
船

　
　

作
渡
船

　
　
　

上
口
凡　

長
三
丈
四
五
尺
ヨ
リ

五
丈
四
五
尺
マ
テ

　
　
　
　
　
　
　

横
八
九
尺
ヨ
リ

一
丈
一
尺
位

　
　
　

在
方
所
々
ニ
有
之

29
、
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2　日除船（屋根船）　「船鑑」採録船種の各部名称

部分番号 各 部 名 称 部分番号 各 部 名 称
① ミ オ シ 水 押 ⑫ ロ ト コ 艪 床
② カ ブ ト カ ネ ⑬ マ リ ク チ
③ シ コ ロ ガ ネ ⑭ モ キ
④ サ ン フ タ 桟 蓋
⑤ ス シ ガ ネ
⑥ イ タ コ 板 子
⑦ コ ヘ リ 小 縁
⑧ ウ ワ タ ナ 上 棚
⑨ ネ タ ナ 根 棚
⑩ シ キ 鋪
⑪ フ ン ガ ケ

こ
れ
ま
で
カ
ラ
ー
図
版
で
ご
覧
い
た
だ
い
た
船
の
科
学
館
本
の
船
図
33
隻
の
並
順
と
、
こ
れ
か
ら
ご
覧
い
た
だ
く
附
図

諸
船
船
図
の
並
順
（
東
博
本
）
に
は
、
こ
れ
ま
で
に
川
名
先
生
が
述
べ
ら
れ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
表
4
の
よ
う
に
順
番

に
違
い
が
あ
り
ま
す
の
で
、
表
を
参
考
に
ご
覧
く
だ
さ
い
。

表 4
船の科学館本 東博本

1 屋形船 箱造日除船　武家手舟
2 茶船　大茶舟　瀬取茶舟 日除船　屋根舟
3 茶船　荷足舟 日除造二挺立船
4 茶船　投網船　釣船 屋形船
5 茶船　猪牙舟　山谷舟 茶船　大茶舟　瀬取茶舟
6 茶船　葛西舟 茶船　荷足舟
7 伝間造茶船 茶船　投網舟　釣船
8 渡船 茶船　猪牙舟　山谷舟
9 水船 茶船　葛西舟

10 湯船 伝間造茶船
11 修羅船　石積艜船 渡船
12 艜船　川越ヒラタ 水船
13 艜船　上州ヒラタ 湯船
14 部賀船 修羅船　石積艜船
15 小鵜飼船 土艜船　土舟
16 高瀬船 似土船　土舟
17 粉船艜船　土舟 粉船艜船　土舟
18 中艜船　土舟 中艜船　土舟
19 中艜船　見沼通船 中艜船　見沼通船
20 土艜船　土舟 艜船　川越ヒラタ
21 似土船　土舟 艜船　上州ヒラタ
22 箱造日除船　武家手舟 部賀船
23 日除船　屋根舟 小鵜飼船
24 日除造二挺立船 高瀬船
25 房丁高瀬船 房丁高瀬船
26 房丁茶船 房丁茶船
27 雑喉取田船 雑喉取田船
28 馬渡船　作渡船 馬渡船　作渡船
29 猟船　旅猟船 猟船　旅猟船
30 押送船 押送船
31 五下船 五下船
32 五太力船 五太力船
33 五太力船櫓付　小廻船 五太力船櫓付　小廻船
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1　箱造日除船（武家手舟）　「船鑑」採録船種の各部名称

部分番号 各 部 名 称 部分番号 各 部 名 称 部分番号 各 部 名 称
① サ ン フ タ ⑬ シ メ イ タ 〆 板 � ト モ シ キ 艫 鋪
② ミ オ シ 水 押 ⑭ ウ エ サ ン 上 桟 � コ ツ ナ キ
③ イ タ コ 板 子 ⑮ ア ゲ ウ ラ 軒先ノ裏板ヲ

アゲウラト云 � ロ ト コ 艪 床
④ オモテウワフナハリ 表上舟梁 ⑯ ハ シ ラ 柱 � モ キ
⑤ フナハリクチ 船 梁 口 ⑰ シ キ イ 敷 居 � マ リ ク チ マ リ 口
⑥ カ モ イ 鴨 居 ⑱ ア マ ブ タ 雨 ブ タ
⑦ ハ フ 破 風 ⑲ コ ヘ リ 小 縁
⑧ ヤ ネ 屋 根 ⑳ ウ ワ タ ナ 上 棚
⑨ ウ ワ ム ネ 上 棟 � ネ タ ナ 根 棚
⑩ シ タ ム ネ 屋根裏ニアル

ヲ下ムネト云 � シ キ 鋪
⑪ ミ サ ヲ 上桟屋根上打

ヲミサヲト云 � イ タ ゴ 板 子
⑫ ト モ ヤ ネ � トモフナハリ 艫 船 梁

2　日除船（屋根船）　「船鑑」採録船種の各部名称

部分番号 各 部 名 称 部分番号 各 部 名 称
① ミ オ シ 水 押 ⑫ ロ ト コ 艪 床
② カ ブ ト カ ネ ⑬ マ リ ク チ
③ シ コ ロ ガ ネ ⑭ モ キ
④ サ ン フ タ 桟 蓋
⑤ ス シ ガ ネ
⑥ イ タ コ 板 子
⑦ コ ヘ リ 小 縁
⑧ ウ ワ タ ナ 上 棚
⑨ ネ タ ナ 根 棚
⑩ シ キ 鋪
⑪ フ ン ガ ケ
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6　茶船（荷足舟）　「船鑑」採録船種の各部名称

部分番号 各 部 名 称 部分番号 各 部 名 称
① ミ オ シ 水 押 ⑫ モ キ
② オモテフナハリ 表 舟 梁
③ イ タ コ 板 子
④ コ ヘ リ 小 縁
⑤ ウ ワ ダ ナ 上 棚
⑥ ネ タ ナ 根 棚
⑦ ドウフナハリ 胴 舟 梁
⑧ トモフナハリ 艫 舟 梁
⑨ コ ツ ナ キ
⑩ ロ ト コ 艪 床
⑪ マ リ ク チ

4　屋形船　「船鑑」採録船種の各部名称

部分番号 各 部 名 称 部分番号 各 部 名 称
① ミ オ シ 水 押 ⑬ ウ ワ コ ヘ リ 上 小 縁
② カ ン ヌ キ 貫 ヌ キ ⑭ コ ヘ リ 小 縁
③ ウワフナハリ 上 舟 梁 ⑮ ウ ワ ダ ナ 上 棚
④ ハ フ 破 風 ⑯ ネ ダ ナ 根 棚
⑤ ヒ ン ツ ラ ⑰ シ キ 鋪
⑥ ヒ ン ハ ナ ⑱ イ タ コ 板 子
⑦ フ ン カ ケ ⑲ テ コ ヅ リ
⑧ ヤ ネ 屋 根 ⑳ モ キ
⑨ ハ シ ラ 柱 � カ サ キ 笠 木
⑩ イ チ ノ マ 一 ノ 間 � ヨ コ カ ミ 横 神
⑪ ニ ノ マ 二 ノ 間 � ホ ク ル マ 帆 車
⑫ サ ン ノ マ 三 ノ 間 � マ リ ク チ

3　日除造二挺立船（仮日除、武家手船）　「船鑑」採録船種の各部名称

部分番号 各 部 名 称 部分番号 各 部 名 称
① ミ オ シ 水 押 ⑬ ホ ヅ ツ 帆 筒
② ス チ カ ネ ⑭ トモフナハリ 艫 舟 梁
③ コ ツ ナ キ ⑮ ト モ シ キ 艫 鋪
④ オモテフナハリ 表 舟 梁 ⑯ ロトコ・ロイタ 艪床・艪板
⑤ コ ヘ リ 小 縁 ⑰ マ リ ク チ
⑥ ウ ワ タ ナ 上 棚 ⑱ ネ タ ナ 根 棚
⑦ シ キ 鋪
⑧ ハ リ 梁
⑨ ハ シ ラ 柱
⑩ ミ サ ヲ
⑪ ゴ ザ ヒ オ ヒ 蓙 日 覆
⑫ ドウフナハリ 胴 舟 梁
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6　茶船（荷足舟）　「船鑑」採録船種の各部名称

部分番号 各 部 名 称 部分番号 各 部 名 称
① ミ オ シ 水 押 ⑫ モ キ
② オモテフナハリ 表 舟 梁
③ イ タ コ 板 子
④ コ ヘ リ 小 縁
⑤ ウ ワ ダ ナ 上 棚
⑥ ネ タ ナ 根 棚
⑦ ドウフナハリ 胴 舟 梁
⑧ トモフナハリ 艫 舟 梁
⑨ コ ツ ナ キ
⑩ ロ ト コ 艪 床
⑪ マ リ ク チ

5　茶船（大茶船、瀬取茶船）　「船鑑」採録船種の各部名称

部分番号 各 部 名 称 部分番号 各 部 名 称 部分番号 各 部 名 称
① ミ オ シ 水 押 ⑬ ウ ワ タ ナ 上 棚 � ト モ シ キ 艫 鋪
② サ ン フ タ 桟 蓋 ⑭ ネ タ ナ 根 棚 � テ コ ズ リ
③ コ ツ ナ キ ⑮ シ キ 鋪 � ト モ フ チ
④ オ モ テ ノ マ 表 ノ 間 ⑯ ホ ヅ ツ 帆 筒 � ウチトモ、ウチモギ
⑤ イ タ ゴ 板 子 ⑰ ハ ザ ノ マ 狭 ノ 間 � チリ、トモフチ
⑥ オモテウエフナハリ 表上舟梁 ⑱ トモウエフナハリ 艫上舟梁 � ト タ テ イ タ 戸 立 板
⑦ ナ カ ソ ウ コ 中ソウコ ⑲ ト モ ノ マ 艫 ノ 間
⑧ ド ウ ノ マ 胴 ノ 間 ⑳ コ ツ ナ ギ
⑨ サ ナ イ タ サ ナ 板 � ホ グ ル マ 帆 車
⑩ ドウウエフナハリ 胴上舟梁 � ヨ コ カ ミ 横 神
⑪ ス リ コ ベ リ 摺 小 縁 � ロ ト コ 艪 床
⑫ コ ベ リ 小 縁 � クリコヘリ、モキ
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7　茶船（投網船、釣船）　「船鑑」採録船種の各部名称

部分番号 各 部 名 称 部分番号 各 部 名 称
① ミ オ シ 水 押 ⑩ コ ツ ナ キ
② ハ チ マ キ 鉢 巻 ⑪ ロ ト コ 艪 床
③ オモテフナハリ 表 舟 梁 ⑫ モ キ
④ ウ ワ タ ナ 上 棚 ⑬ マ リ ク チ
⑤ ネ タ ナ 根 棚 ⑭ サ ヲ ス リ
⑥ シ キ 鋪
⑦ ウ オ タ メ 魚 溜
⑧ ドウフナハリ 胴 舟 梁
⑨ トモフナハリ 艫 舟 梁

8　茶船（猪牙舟、山谷舟）　「船鑑」採録船種の各部名称

部分番号 各 部 名 称 部分番号 各 部 名 称
① ミ オ シ 水 押 ⑫ モ キ
② オモテフナハリ 表 舟 梁 ⑬ ロ ト コ 艪 床
③ イ タ コ 板 子
④ サ ナ
⑤ コ ヘ リ 小 縁
⑥ ウ ワ タ ナ 上 棚
⑦ ネ タ ナ 根 棚
⑧ シ キ 鋪
⑨ ドウフナハリ 胴 舟 梁
⑩ トモフナハリ 艫 舟 梁
⑪ コ ツ ナ キ

10　伝馬造茶船　「船鑑」採録船種の各部名称

部分番号 各 部 名 称
① ミ オ シ 水 押
② イ タ コ 板 子
③ オモテフナハリ 表 舟 梁
④ コ モ チ
⑤ ドウフナハリ 胴 舟 梁
⑥ コ ヘ リ 小 縁
⑦ ウ エ コ ヘ リ 上 小 縁
⑧ イチマイカキ 一枚カキ
⑨ トモフナハリ 艫 舟 梁
⑩ マ リ ク チ
⑪ ツ ツ 筒
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9　茶船（葛西舟、薗※舟）　「船鑑」採録船種の各部名称

部分番号 各 部 名 称 部分番号 各 部 名 称
① ミ ズ キ リ ⑬ ト モ ハ リ 艫 梁
② ミ オ シ 水 押 ⑬ トモフナハリ 艫 舟 梁
③ イ タ コ 板 子 ⑭ コ ツ ナ キ
④ オモテフナハリ 表 舟 梁 ⑮ ロ ト コ 艪 床
⑤ ヨンマイイタゴ 四枚板子 ⑯ マ リ ク チ
⑥ タ シ ハ リ ⑰ モ キ
⑦ ドウフナハリ 胴 舟 梁
⑧ ホ ヅ ツ 帆 筒
⑨ コ ヘ リ 小 縁
⑩ ウ ワ ダ ナ 上 棚
⑪ ネ ダ ナ 根 棚
⑫ シ キ 鋪

10　伝馬造茶船　「船鑑」採録船種の各部名称

部分番号 各 部 名 称
① ミ オ シ 水 押
② イ タ コ 板 子
③ オモテフナハリ 表 舟 梁
④ コ モ チ
⑤ ドウフナハリ 胴 舟 梁
⑥ コ ヘ リ 小 縁
⑦ ウ エ コ ヘ リ 上 小 縁
⑧ イチマイカキ 一枚カキ
⑨ トモフナハリ 艫 舟 梁
⑩ マ リ ク チ
⑪ ツ ツ 筒
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11　渡船　「船鑑」採録船種の各部名称

部分番号 各 部 名 称
① ミ オ シ 水 押
② オモテフナハリ 表 舟 梁
③ サ ナ
④ ドウフナハリ 胴 舟 梁
⑤ ウ エ コ ヘ リ 上 小 縁
⑥ コ ベ リ 小 縁
⑦ イチマイカキ １枚カキ
⑧ フ ン カ ケ
⑨ トモフナハリ 艫 舟 梁
⑩ ロ ク イ 艪 杭
⑪ ト コ 床
⑫ モ キ

12　水船　「船鑑」採録船種の各部名称

部分番号 各 部 名 称 部分番号 各 部 名 称
① ミ オ シ 水 押 ⑬ モ キ
② ハ カ マ コ シ ⑭ マ リ ク チ
③ ナ カ ソ ウ コ 中ソウコ
④ オモテフナハリ 表 舟 梁
⑤ タ マ フ チ 玉 フ チ
⑥ ナ ミ ヨ ケ 波 除
⑦ コ ベ リ 小 縁
⑧ ウ ワ タ ナ 上 棚
⑨ ネ タ ナ 根 棚
⑩ ドウフナハリ 胴 舟 梁
⑪ シ キ リ イ タ 仕 切 板
⑫ トモフナハリ 艫 舟 梁

14　修羅船、石積艜船（ヒラタ、石舟）　「船鑑」採録船種の各部名称

部分番号 各 部 名 称 部分番号 各 部 名 称
① サ ン フ タ 桟 蓋 ⑬ チソウコハナ
② オ オ ギ イ タ 扇板トモ云 ⑭ ド ウ シ キ 胴 鋪
③ ダ ン ノ イ タ 段 ノ 板 ⑮ ネ ダ ナ 根 棚
④ チ ネ コ ⑯ トモフナハリ 艫 舟 梁
⑤ ツ カ 柄 ⑰ ク ワ ン ヌ キ
⑥ オモテフナハリ 表 舟 梁 ⑱ カ カ ミ イ タ 鏡 板
⑦ ヌキフナハリ 貫 舟 梁 ⑲ ト コ 床
⑧ ナカソウコハナ ⑳ モ キ
⑨ ノ シ キ � タ テ イ タ 立 板
⑩ ドウフナハリ 胴 舟 梁 � マ リ ク チ
⑪ コ ヘ リ 小 縁 � コ ツ ナ キ
⑫ ウ ワ ダ ナ 上 棚
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13　水船　「船鑑」採録船種の各部名称

部分番号 各 部 名 称 部分番号 各 部 名 称
① ミ オ シ 水 押 ⑬ ト コ 床
② フ ナ ハ リ 船 梁 ⑭ モ キ
③ イリクチヒキド 入口引戸 ⑭ マ リ ク チ
④ フ ロ 風 呂
⑤ ヒタキドコロ 火 焚 所
⑥ ケ ム リ ヌ キ 煙 ヌ キ
⑦ ナ ミ ヨ ケ 波 除
⑧ コ ヘ リ 小 縁
⑨ ウ ワ タ ナ 上 棚
⑩ ネ タ ナ 根 棚
⑫ シ キ 鋪
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14　修羅船、石積艜船（ヒラタ、石舟）　「船鑑」採録船種の各部名称

部分番号 各 部 名 称 部分番号 各 部 名 称
① サ ン フ タ 桟 蓋 ⑬ チソウコハナ
② オ オ ギ イ タ 扇板トモ云 ⑭ ド ウ シ キ 胴 鋪
③ ダ ン ノ イ タ 段 ノ 板 ⑮ ネ ダ ナ 根 棚
④ チ ネ コ ⑯ トモフナハリ 艫 舟 梁
⑤ ツ カ 柄 ⑰ ク ワ ン ヌ キ
⑥ オモテフナハリ 表 舟 梁 ⑱ カ カ ミ イ タ 鏡 板
⑦ ヌキフナハリ 貫 舟 梁 ⑲ ト コ 床
⑧ ナカソウコハナ ⑳ モ キ
⑨ ノ シ キ � タ テ イ タ 立 板
⑩ ドウフナハリ 胴 舟 梁 � マ リ ク チ
⑪ コ ヘ リ 小 縁 � コ ツ ナ キ
⑫ ウ ワ ダ ナ 上 棚
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15　土艜船（土舟）　「船鑑」採録船種の各部名称

部分番号 各 部 名 称 部分番号 各 部 名 称
① ミ オ シ 水 押 ⑪ セ イ ジ 世 事
② ナ ミ ヨ ケ 波 除 ⑫ ナ カ ソ ウ コ 中ソウコ
③ オモテフナハリ 表 舟 梁 ⑬ トモフナハリ 艫 舟 梁
④ フ ミ タ テ 踏 立 ⑭ イ タ コ 板 子
⑤ ツ チ ノ マ 土 ノ 間 ⑮ タ テ イ タ 立 板
⑥ コ ヘ リ 小 縁 ⑯ モ キ
⑦ ウ ワ タ ナ 上 棚 ⑰ ヨ コ カ ミ 横 神
⑧ ネ タ ナ 根 棚
⑨ ナカソウコハナ
⑩ チソウコハナ

16　似土船（土舟）　「船鑑」採録船種の各部名称

部分番号 各 部 名 称 部分番号 各 部 名 称
① ミ オ シ 水 押 ⑪ トモフナハリ 艫 舟 梁
② オモテフナハリ 表 舟 梁 ⑫ ト モ シ キ 艫 鋪
③ ナ カ ソ ウ コ 中ソウコ ⑬ ト コ 床
④ フ ン タ テ 踏 立 ⑭ マ リ ク チ
⑤ ツ チ ノ マ 土 ノ 間
⑥ ウ エ コ ヘ リ 上 小 縁
⑦ コ ヘ リ 小 縁
⑧ ウ ワ タ ナ 上 棚
⑨ ネ タ ナ 根 棚
⑩ シ キ 鋪

18　中艜船（土舟・鬼丸）　「船鑑」採録船種の各部名称

部分番号 各 部 名 称
① オモテフナハリ 表 舟 梁
② ツ チ ノ マ 土 ノ 間
③ ドウフナハリ 胴 舟 梁
④ ア カ ノ マ 垢 ノ 間
⑤ ナ カ ソ ウ コ 中ソウコ
⑥ シ キ 鋪
⑦ トモフナハリ 艫 舟 梁
⑧ イ タ ゴ 板 子
⑨ ト モ シ キ 艫 鋪
⑩ マ リ ク チ
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17　粉船艜船（土舟）　「船鑑」採録船種の各部名称

部分番号 各 部 名 称
① ミ オ シ 水 押
② ナ ミ ヨ ケ 波 除
③ フ ン タ テ 踏 立
④ ツ チ ノ マ 土 ノ 間
⑤ ウ エ コ ヘ リ 上 小 縁
⑥ コ ベ リ 小 縁
⑦ イチマイカキ 一枚カキ
⑧ ト コ 床

18　中艜船（土舟・鬼丸）　「船鑑」採録船種の各部名称

部分番号 各 部 名 称
① オモテフナハリ 表 舟 梁
② ツ チ ノ マ 土 ノ 間
③ ドウフナハリ 胴 舟 梁
④ ア カ ノ マ 垢 ノ 間
⑤ ナ カ ソ ウ コ 中ソウコ
⑥ シ キ 鋪
⑦ トモフナハリ 艫 舟 梁
⑧ イ タ ゴ 板 子
⑨ ト モ シ キ 艫 鋪
⑩ マ リ ク チ
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19　中艜船（見沼通船）　「船鑑」採録船種の各部名称

部分番号 各 部 名 称 部分番号 各 部 名 称
① サ ン ブ タ 桟 蓋 ⑬ ロ ト コ 艪 床
② イ タ ゴ 板 子 ⑭ ト タ テ イ タ 戸 立 板
③ オモテフナハリ 表 舟 梁
④ ナ カ ソ ウ コ 中ソウコ
⑤ チ ソ ウ コ 地ソウコ
⑥ ウ エ コ ベ リ 上 小 縁
⑦ コ ヘ リ 小 縁
⑧ ウ ワ タ ナ 上 棚
⑨ ネ タ ナ 根 棚
⑩ ドウフナハリ 胴 舟 梁
⑪ トモフナハリ 艫 舟 梁
⑫ コ ツ ナ キ

20　艜船（川越ヒラタ）　「船鑑」採録船種の各部名称
部分番号 各 部 名 称 部分番号 各 部 名 称

① セ ン ブ タ 桟 蓋 ⑰ セ イ ジ 世 事
② ミ オ シ 水 押 ⑱ ネ ト バ
③ イ タ ゴ 板 子 ⑲ ナ ミ ヨ ケ 波 除
④ オモテフナハリ 表 舟 梁 ⑳ ハ サ ミ 挟
⑤ ア マ ハ シ ラ アマ柱トモ云 � カ マ ド
⑤ ツ ナ テ ボ ウ 綱 手 棒 � ト モ シ キ 艫 鋪
⑥ ネ コ 子 コ � トモフナハリ 艫 舟 梁
⑦ ト ネ キ ト 子 木 � カ ジ ツ カ 楫 柄
⑧ フ ナ バ リ 舟 梁 � カ ジ カ シ ラ 楫 頭
⑨ チヨウナワツキ � ト コ 床
⑩ コ ベ リ 小 縁 � チ リ
⑪ ウ ワ タ ナ 上 棚 � ソ デ ト モ 袖 艫
⑫ ネ タ ナ 根 棚 � モ キ
⑬ ド ウ シ キ 胴 敷 � ウ エ サ ン 上 桟
⑭ ホ ヅ ツ 帆 筒 � ハ イ タ
⑮ ツ ツ ハ サ ミ 筒 挟 � カ ジ 楫
⑯ ス カ エ � シ タ サ ン 下 桟

22　部賀船　「船鑑」採録船種の各部名称

部分番号 各 部 名 称 部分番号 各 部 名 称
① オモテフナハリ 表 舟 梁 ⑬ カ ジ カ シ ラ 楫 頭
② ア バ ラ ⑭ ウ エ サ ン 上 桟
③ ネ コ 子 コ ⑮ カ ジ 楫
④ ト ネ キ ト 子 木 ⑯ シ タ サ ン 下 桟
⑤ フ ナ ハ リ 船 梁
⑥ コ ヘ リ 小 縁
⑦ タ ナ イ タ 棚 板
⑧ イチマイカキ １枚カキ
⑨ ドウフナハリ 胴 舟 梁
⑩ ホ ヅ ツ 帆 筒
⑪ トモフナハリ 艫 舟 梁
⑫ カ チ ヅ カ 楫 柄
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21　艜船（上州ヒラタ）　「船鑑」採録船種の各部名称

部分番号 各 部 名 称 部分番号 各 部 名 称
① ミ オ シ 水 押 ⑲ ウ ワ ダ ナ 上 棚
② コシカケフナハリ 腰掛舟梁 ⑳ ネ タ ナ 根 棚
③ ア マ セ ジ 雨 世 事 � ナ カ ハ サ ミ 中 挟
④ ヘ イ ノ サ ン � ナ カ ソ ウ コ 中ソウコ
⑤ ツ ナ テ ボ ウ 綱 手 棒 � チ ソ ウ コ 地ソウコ
⑥ ス カ エ � カ マ ツ キ
⑦ ネ ト ハ 子 ト ハ � ケ ヌ キ タ ツ 鑷 立
⑧ セ イ ジ 世 事 � ホ ハ サ ミ 帆 挟
⑨ ハ サ ミ 挟 � ト モ シ キ 艫 鋪
⑩ カリフナハリ 仮 舟 梁 � セ ビ
⑪ ア ハ ラ � ソ デ ト モ 袖 艫
⑫ ネ コ 子 コ � カ ジ カ シ ラ 楫 頭
⑬ ト ネ キ ト 子 木 � ウ エ サ ン 上 桟
⑭ ド ウ シ キ 胴 敷 � ハ イ タ
⑮ ホ バ シ ラ 帆 柱 � カ ジ 楫
⑯ ドウフナハリ 胴 舟 梁 � シ タ サ ン 下 桟
⑰ ホ ヅ ツ 帆 筒 � ナ ミ ヨ ケ 波 除
⑱ コ ベ リ 小 縁 � カ チ ツ カ 楫 柄

22　部賀船　「船鑑」採録船種の各部名称

部分番号 各 部 名 称 部分番号 各 部 名 称
① オモテフナハリ 表 舟 梁 ⑬ カ ジ カ シ ラ 楫 頭
② ア バ ラ ⑭ ウ エ サ ン 上 桟
③ ネ コ 子 コ ⑮ カ ジ 楫
④ ト ネ キ ト 子 木 ⑯ シ タ サ ン 下 桟
⑤ フ ナ ハ リ 船 梁
⑥ コ ヘ リ 小 縁
⑦ タ ナ イ タ 棚 板
⑧ イチマイカキ １枚カキ
⑨ ドウフナハリ 胴 舟 梁
⑩ ホ ヅ ツ 帆 筒
⑪ トモフナハリ 艫 舟 梁
⑫ カ チ ヅ カ 楫 柄
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23　小鵜飼船　「船鑑」採録船種の各部名称

部分番号 各 部 名 称
① オモテフナハリ 表 舟 梁
② ウ チ ツ ケ 内 付
③ タ ナ イ タ 棚 板
④ イ チ マ イ カ キ １枚カキ
⑤ ド ウ フ ナ ハ リ 胴 舟 梁
⑥ ト モ フ ナ ハ リ 艫 舟 梁
⑦ カ シ ツ カ 楫 柄
⑧ カ シ カ シ ラ 楫 頭
⑨ カ ヂ 楫

24　高瀬船　「船鑑」採録船種の各部名称

部分番号 各 部 名 称 部分番号 各 部 名 称
① セ ン フ タ 桟 蓋 ⑮ ド ウ フ ナ ハ リ 胴 舟 梁
② コシカケフナハリ 腰掛舟梁 ⑯ ホ ヅ ツ 帆 筒
③ オモテタテイタ 表 立 板 ⑰ ナ カ ハ サ ミ 中ハサミ
④ イ タ コ 板 子 ⑱ ト モ フ ナ ハ リ 艫 舟 梁
⑤ ヘ イ ノ サ ン ⑲ カ シ ツ カ 楫 柄
⑥ オモテフナハリ 表 舟 梁 ⑳ ト コ 床
⑦ ハ サ ミ 挟 � カ シ カ シ ラ 楫 頭
⑧ ア ケ イ タ ア ケ 板 � ウ テ コ ヘ リ 腕 小 縁
⑨ ア ハ ラ � ト モ タ テ イ タ トモ立板
⑩ カ メ 亀 � オ オ ト モ 大 艫
⑪ ト ネ キ ト 子 木 � ウ エ サ ン 上 桟
⑫ カ リ フ ナ ハ リ 仮 舟 梁 � カ シ 楫
⑬ コ ベ リ 小 縁 � シ タ サ ン 下 桟
⑭ タ ナ イ タ 棚 板

26　房丁茶船　「船鑑」採録船種の各部名称

部分番号 各 部 名 称 部分番号 各 部 名 称
① オモテタテイタ 表 立 板 ⑫ トモフナハリ トモ舟梁
② カ メ ノ コ 亀 ノ 子 ⑬ セ ヒ
③ ヘ イ ノ サ ン ⑭ ト コ 床
④ オモテフナハリ 表 舟 梁 ⑮ マ リ ク チ
⑤ ホ バ シ ラ 帆 柱
⑥ ト ダ ナ 戸 棚
⑦ ナ ミ ヨ ケ 波 除
⑧ コ ヘ リ 小 縁
⑨ タ ナ 棚
⑩ ドウフナハリ 胴 舟 梁
⑪ ホ ヅ ツ 帆 筒
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25　房丁高瀬船　「船鑑」採録船種の各部名称

部分番号 各 部 名 称
① セ ン フ タ 桟 蓋
② イ タ コ 板 子
③ オモテフナハリ 表 舟 梁
④ タ ナ 棚
⑤ ドウフナハリ 胴 舟 梁
⑥ コ ヘ リ 小 縁
⑦ ナ ミ ヨ ケ 波 除
⑧ ホ ヅ ツ 帆 筒
⑨ カリフナハリ 仮 舟 梁
⑩ ト コ 床
⑪ トモタテイタ 艫 立 板

26　房丁茶船　「船鑑」採録船種の各部名称

部分番号 各 部 名 称 部分番号 各 部 名 称
① オモテタテイタ 表 立 板 ⑫ トモフナハリ トモ舟梁
② カ メ ノ コ 亀 ノ 子 ⑬ セ ヒ
③ ヘ イ ノ サ ン ⑭ ト コ 床
④ オモテフナハリ 表 舟 梁 ⑮ マ リ ク チ
⑤ ホ バ シ ラ 帆 柱
⑥ ト ダ ナ 戸 棚
⑦ ナ ミ ヨ ケ 波 除
⑧ コ ヘ リ 小 縁
⑨ タ ナ 棚
⑩ ドウフナハリ 胴 舟 梁
⑪ ホ ヅ ツ 帆 筒
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27　雑喉取田船、作場田船、引船、川下小船、所働船　「船鑑」採録船種の各部名称

部分番号 各 部 名 称
① カ ナ ワ 金 輪
② タ テ イ タ 立 板
③ フ ナ ハ リ 船 梁
④ コ ヘ リ 小 縁
⑤ イチマイカキ １枚カキ
⑥ ト タ テ イ タ 戸 立 板

28　馬渡船、作渡船　「船鑑」採録船種の各部名称

部分番号 各 部 名 称
① オモテタテイタ 表 立 板
② オモテフナハリ 表 舟 梁
③ フ ナ ハ リ 船 梁
④ シ キ 鋪
⑤ ドウフナハリ 胴 舟 梁
⑥ トモフナハリ 艫 舟 梁
⑦ トモタテイタ 艫 立 板

30　押送船（縄舟、生魚小舟）　「船鑑」採録船種の各部名称

部分番号 各 部 名 称
① ミ オ シ 水 押
② イ タ コ 板 子
③ ロ ト コ 艪 床
④ ウ ワ タ ナ 上 棚
⑤ ネ タ ナ 根 棚
⑥ ト コ 床
⑦ マ リ ク チ
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29　猟船、旅猟船（小猟船）　「船鑑」採録船種の各部名称

部分番号 各 部 名 称 部分番号 各 部 名 称
① ミ オ シ 水 押 ⑤ ドウフナハリ 胴 舟 梁
② オモテフナハリ 表 舟 梁 ⑥ トモフナハリ 艫 舟 梁
③ ウ ワ タ ナ 上 棚 ⑦ ト コ 床
④ ネ タ ナ 根 棚 ⑧ マ リ ク チ

30　押送船（縄舟、生魚小舟）　「船鑑」採録船種の各部名称

部分番号 各 部 名 称
① ミ オ シ 水 押
② イ タ コ 板 子
③ ロ ト コ 艪 床
④ ウ ワ タ ナ 上 棚
⑤ ネ タ ナ 根 棚
⑥ ト コ 床
⑦ マ リ ク チ
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31　五下船　「船鑑」採録船種の各部名称

部分番号 各 部 名 称 部分番号 各 部 名 称 部分番号 各 部 名 称
① ミ オ シ 水 押 ⑧ コ ヘ リ 小 縁 ⑮ ヨ コ カ ミ 横 神
② オ ビ カ ネ ⑨ ウ ワ タ ナ 上 棚 ⑯ マ リ ク チ
③ コ マ カ シ ラ ⑩ ネ タ ナ 根 棚
④ ヤマゴシャク 山 五 尺 ⑪ シ キ 鋪
⑤ オモテシャタツ 表 車 立 ⑫ タ イ 台
⑥ カ キ ⑬ ト モ シ キ 艫 鋪
⑦ ホ ヅ ツ 帆 筒 ⑭ ホ グ ル マ 帆 車

32　五太力船（鰯商舟、小糴舟）　「船鑑」採録船種の各部名称

部分番号 各 部 名 称 部分番号 各 部 名 称
① ミ オ シ 水 押 ⑪ ネ ダ ナ 根 棚
② ヲ ビ カ ネ ⑫ シ キ 鋪
③ コ マ カ シ ラ ⑬ ドウフナハリ 胴 舟 梁
④ ヤマゴシャク 山 五 尺 ⑭ ホ ヅ ツ 帆 筒
⑤ オモテシャタツ 表 車 立 ⑮ トモフナハリ 艫 舟 梁
⑥ カラカイタテ ⑯ トモシャタツ 艫 車 立
⑦ カ キ 垣 ⑰ ト モ シ キ 艫 鋪
⑧ オモテフナハリ 表 舟 梁 ⑱ ホ ク ル マ 帆 車
⑨ タ イ 台 ⑲ ヨ コ カ ミ 横 神
⑩ ウ ワ ダ ナ 上 棚 ⑳ マ リ グ チ マ リ 口
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33　五太力船（櫓付、小廻り舟）　「船鑑」採録船種の各部名称

部分番号 各 部 名 称 部分番号 各 部 名 称 部分番号 各 部 名 称
① ミ オ シ 水 押 ⑨ ダ イ 台 ⑰ ヨ コ カ ミ 横 神
② ヤマゴシャク 山 五 尺 ⑩ コ ヘ リ 小 縁 ⑱ ホ ハ サ ミ 帆 挟
③ ハ イ ノ サ ン ⑪ ウ ワ タ ナ 上 棚 ⑲ セ ヒ
④ カラカイタテ ⑫ ネ タ ナ 根 棚
⑤ オモテシャタツ 表 車 立 ⑬ シ キ 鋪
⑥ カ キ 垣 ⑭ ト モ シ キ 艫 鋪
⑦ ホ バ シ ラ 帆 柱 ⑮ トモシャタツ 艫 車 立
⑧ ホ ヅ ツ 帆 筒 ⑯ ヤ グ ラ 櫓
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船名および各船部分名称索引
（＊印は船種名）

【索引と図の見方】
　 各部名称 船図番号−各部名称番号　＊印は船図番号。
　 カナワ（金輪） 27（船図の番号）−⓵（各部名称番号）
 … 　 …

＊ ヒキフネ（引船） 27

27　雑喉取田船，作場田船，引船，川下小船，所働船　「船鑑」採録船種の各部名称
部分番号 各 部 名 称
⓵ カ ナ ワ 金 輪
② タ テ イ タ 立 板
③ フ ナ ハ リ 船 梁
④ コ ヘ リ 小 縁
⑤ イチマイカキ 一枚カキ
⑥ ト タ テ イ タ 戸 立 板
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船名および各部名称 船図番号−各部名称番号，頁数
ア 　 アカノマ（垢ノ間） 18−④

　 アケイタ（アケ板） 24−⑧
　 アゲウラ（軒先ノ裏板ヲアゲ

ウラト云）
1 −⑮

　 アバラ 21−⑪，22−②，24−⑨
　 アマセジ（雨世事） 21−③
　 アマハシラ（アマ柱トモ云） 20−⑤
　 アマブタ（雨ブタ） 1 −⑱

イ ＊ イシヅミヒラタブネ（石積艜
船） 14

＊ イシブネ（石船） 14

 イタコ（板子） 1 −③， 1 −�， 2 −⑥， 4 −⑱， 5 −⑤， 6 −③， 8 −③，
9 −③，10−②，15−⑭，18−⑧，19−②，20−③，24−④，
25−②，30−②

 イチノマ（一ノ間） 4 −⑩
 イチマイカキ（一枚カキ） 10−⑧，11−⑦，17−⑦，22−⑧，23−④，27−⑤
 イリクチヒキド（入口引戸） 13−③
＊ イワシアキナイブネ（鰯商船） 32

ウ  ウエサン（上桟） 1 −⑭，20−�，21−�，22−⑭，24−�
 ウオタメ（魚溜） 7 −⑦
 ウチツケ（内付） 23−②
 ウチトモ，ウチモギ 5 −�
 ウテコへリ（腕小縁） 24−�
＊ ウマワタシブネ（馬渡船） 28
 ウワコベリ（上小縁） 4 −⑬，10−⑦，11−⑤，16−⑥，17−⑤，19−⑥
 ウワタナ（上棚） 1 −⑳， 2 −⑧， 3 −⑥， 4 −⑮， 5 −⑬， 6 −⑤， 7 −④，

8 −⑥， 9 −⑩，12−⑧，13−⑨，14−⑫，15−⑦，16−⑧，
19−⑧，20−⑪，21−⑲，29−③，30−④，31−⑨，32−⑩，
33−⑪

 ウワフナハリ（上舟梁） 4 −③
 ウワムネ（上棟） 1 −⑨

オ  オオギイタ（扇板トモ云） 14−②
＊ オオチャブネ（大茶船） 5
 オオトモ（大艫） 24−�
＊ オシオクリブネ（押送船） 30
＊ オニマル（鬼丸） 18
 オビカネ 31−②，32−②

船名および各部名称 船図番号−各部名称番号，頁数
 オモテウエフナハリ（表上舟

梁）
1 −④， 5 −⑥

 オモテシャタツ（表車立） 31−⑤，32−⑤，33−⑤
 オモテタテイタ（表立板） 24−③，26−①，28−①
 オモテノマ（表ノ間） 5 −④
 オモテフナハリ（表舟梁） 3 −④， 6 −②， 7 −③， 8 −②， 9 −④，10−③，11−②，

12−④，14−⑥，15−③，16−②，18−①，19−③，20−④，
22−①，23−①，24−⑥，25−③，26−④，28−②，29−②，
32−⑧

カ ＊ カイリョウチャブネ（海猟茶
船）

7

 カカミイタ（鏡板） 14−⑱
 カキ（垣） 31−⑥，32−⑦，33−⑥
＊ カサイブネ（葛西船） 9
 カサキ（笠木） 4 −�
 カジ（楫） 20−�，21−�，22−⑮，23−⑨，24−�
 カジカシラ（楫頭） 20−�，21−�，22−⑬，23−⑧，24−�
 カジツカ（楫柄） 20−�，21−�，22−⑫，23−⑦，24−⑲
 カナワ（金輪） 27−①
 カブトカネ 2 −②
 カマツキ 21−�
 カマド 20−�
 カメ（亀） 24−⑩
 カメノコ（亀ノ子） 26−②
 カモイ（鴨居） 1 −⑥
 カラカイタテ 32−⑥，33−④
＊ カリヒヨケ（仮日除） 3
 カリフナハリ（仮舟梁） 21−⑩，24−⑫，25−⑨
 カンヌキ（貫ヌキ） 4 −②，14−⑰
＊ カワゴエヒラタ（川越ヒラタ） 20
＊ カワサゲコブネ（川下小船） 27

ク ＊ クニカタチャブネ（国方茶船） 5
 クリコへリ，モキ 5 −⑳

ケ  ケヌキタツ（鑷立） 21−�
 ケムリヌキ（煙ヌキ） 13−⑥

コ ＊ コウカイブネ（小鵜飼船） 23
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船名および各部名称 船図番号−各部名称番号，頁数
＊ コオサクブネ（耕作船） 26
＊ ゴケブネ（五下船） 31
 ゴザヒオヒ（蓙日覆） 3 −⑪
 コシカケフナハリ（腰掛舟梁） 21−②，24−②
＊ ゴダイリキブネ（五太力船） 32
＊ ゴタイリキブネ〔ヤグラツ

キ〕（五太力船〔櫓付〕）
33

 コツナギ 1 −�， 3 −③， 5 −③， 5 −⑳， 6 −⑨， 7 −⑩， 8 −⑪，
9 −⑭，14−�，19−⑫

 コベリ（小縁） 1 −⑲， 2 −⑦， 3 −⑤， 4 −⑭， 5 −⑫， 6 −④， 8 −⑤，
9 −⑨，10−⑥，11−⑥，12−⑦，13−⑧，14−⑪，15−⑥，
16−⑦，17−⑥，19−⑦，20−⑩，21−⑱，22−⑥，24−⑬，
25−⑥，26−⑧，27−④，31−⑧，32−⑩

 コマカシラ 31−③，32−③
＊ コマワリブネ（小廻り船） 33
 コモチ 10−④
＊ コヤシブネ（薗※船） 9
＊ コヨウブネ（小糴船） 32
＊ コリョウセン（小猟船） 29

サ  サオスリ 7 −⑭
＊ サクバタブネ（作場田船） 27
＊ サクワタシブネ（作渡船） 28
＊ ザコトリタブネ（雑喉取田船） 27
 サナ 8 −④，11−③
 サナイタ 5 −⑨
 サンノマ（三ノ間） 4 −⑲
 サンフタ（桟蓋）（センフタ） 1 −①， 2 −④， 5 −②，14−①，19−①
＊ サンヤブネ（山谷船） 8

シ  シキ（鋪） 1 −�， 2 −⑩， 3 −⑦， 4 −⑰， 5 −⑮， 7 −⑥， 8 −⑧，
9 −⑫，13−⑪，16−⑩，18−⑥，28−④，31−⑪，32−⑫，
33−⑬

 シキイ（敷居） 1 −⑰
 シキリイタ（仕切板） 12−⑪
 シコロガネ 2 −③
 シタサン（下桟） 20−�，21−�，22−⑯，24−�
 シタムネ（屋根裏ニアルヲ下

ムネト云）
1 −⑩

 シメイタ（〆板） 1 −⑬

船名および各部名称 船図番号−各部名称番号，頁数
＊ シュラヅクリヒラタブネ（修

羅造艜船）
14

＊ シュラブネ（修羅船） 14
＊ ジョウシュウヒラタ（上州ヒ

ラタ）
21

ス  スカエ 20−⑯，21−⑥
 スチカネ 2 −⑤， 3 −②
 スリコベリ（摺小縁） 5 −⑪

セ  セイジ（世事） 15−⑪，20−⑰，21−⑧
＊ セドリチャブネ（瀬取茶船） 5
 セビ 21−�，26−⑬，33−⑲
 センフタ（桟蓋）（サンフタ） 20−①，24−①，25−①

ソ  ソデトモ（袖艫） 20−�，21−�
タ  ダイ（台） 31−⑫，32−⑨，33−⑨

＊ タカセブネ（高瀬船） 24
 タシハリ 9 −⑥
 タテイタ（立板） 14−�，15−⑮，27−②
 タナ（棚） 25−④，26−⑨
 タナイタ（棚板） 22−⑦，23−③，24−⑭
＊ タビリョウセン（旅猟船） 29
 タマフチ（玉フチ） 12−⑤
 ダンノイタ（段ノ板） 14−③

チ  チソウコ（地ソウコ） 19−⑤，21−�
 チソウコハナ 14−⑬，15−⑩
 チネコ 14−④
＊ チャブネ（茶船〔猪牙，山谷〕） 8
＊ チャブネ（茶船〔荷足船〕） 6
＊ チャブネ（茶船〔投網，釣〕） 7
＊ チャブネ（茶船〔大茶，瀬取〕） 5
＊ チャブネ（茶船〔葛西，薗※〕） 9
＊ チュウヒラタブネ（中艜船

〔土，鬼丸〕）
18

＊ チュウヒラタブネ（中艜船
〔見沼通船〕）

19

 チョウナワツキ 20−⑨
＊ チョキブネ（猪牙船） 8
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船名および各部名称 船図番号−各部名称番号，頁数
 チリ 20−�
 チリ，トモフナ 5 −�

ツ  ツカ（柄） 14−⑤
 ツチノマ（土ノ間） 15−⑤，16−⑤，17−④，18−②
＊ ツチヒラタブネ（土艜船〔土

船〕）
15

＊ ツチブネ（土船） 15
＊ ツチブネ（土船） 16
＊ ツチブネ（土船） 17
＊ ツチブネ（土船） 18
 ツツ（筒） 10−⑪
 ツツハサミ 20−⑮
 ツナテボウ（綱手棒） 20−⑤，21−⑤
＊ ツリブネ（釣船） 7

テ  テコズリ 4 −⑲， 5 −�
＊ テンマヅクリチャブネ（伝馬

造茶船）
10

ト ＊ トアミブネ（投網船） 7
 ドウウエフナバリ（胴上舟梁） 5 −⑩
 ドウシキ（胴鋪） 14−⑭，20−⑬，21−⑭
 ドウノマ（胴ノ間） 5 −⑧
 ドウフナバリ（胴舟梁） 3 −⑫， 6 −⑦， 7 −⑧， 8 −⑨， 9 −⑦，10−⑤，11−④，

12−⑩，14−⑩，18−③，19−⑩，21−⑯，22−⑨，23−⑤，
24−⑮，25−⑤，26−⑩，28−⑤，29−⑤，32−⑬

 トコ（床） 11−⑪，13−⑫，14−⑲，16−⑬，17−⑧，20−�，24−⑳，
25−⑩，26−⑭，29−⑦，30−⑥

＊ トコロハタラキブネ（所働船） 27
 トタテイタ（戸立板） 5 −�，19−⑭，27−⑥
 トダナ（戸棚） 26−⑥
 トネキ（ト子木） 20−⑦，21−⑬，22−④，24−⑪
 トモウエフナハリ（艫上舟梁） 5 −⑱

 トモシキ（艫鋪） 1 −25， 3 −⑮， 5 −�，16−⑫，18−⑨，20−�，21−�，
31−⑬，32−⑰，33−⑭

 トモシャタツ（艫車立） 32−⑯，33−⑮
 トモタテイタ（艫立板） 24−�，25−⑪，28−⑦
 トモノマ（艫ノ間） 5 −⑲

船名および各部名称 船図番号−各部名称番号，頁数
 トモハリ（艫梁） 9 −⑬
 トモフナ 5 −�
 トモフナハリ（艫舟梁） 1 −�， 3 −⑭， 6 −⑧， 7 −⑨， 8 −⑩， 9 −⑬，10−⑨，

11−⑨，12−⑫，14−⑯，15−⑬，16−⑪，18−⑦，19−⑪，
20−�，22−⑪，23−⑥，24−⑱，26−⑫，28−⑥，29−⑥，
32−⑮

 トモヤネ 1 −⑫
ナ  ナカソウコ（中ソウコ） 5 −⑦，12−③，15−⑫，16−③，17−④，18−⑤，21−�

 ナカソウコバナ 14−⑧，15−⑨
 ナカハサミ（中挟） 21−�，24−⑰
＊ ナマウオコブネ（生魚小船） 30

 ナミヨケ（波除） 12−⑥，13−⑦，15−②，17−②，20−⑲，21−�，25−⑦，
26−⑦

＊ ナワブネ（縄船） 30
ニ ＊ ニタリツチブネ（似土船〔土

船〕）
16

＊ ニタリブネ（荷足船） 6
 ニノマ（二ノ間） 4 −⑪

ヌ  ヌキフナバリ（貫舟梁） 14−⑦
ネ  ネコ（子コ） 20−⑥，21−⑫，22−③

 ネダナ（根棚） 1 −�， 2 −⑨， 3 −⑱， 4 −⑯， 5 −⑭， 6 −⑥， 7 −⑤，
8 −⑦， 9 −⑪，12−⑨，13−⑩，14−⑮，15−⑧，16−⑨，
19−⑨，20−⑫，21−⑳，29−④，30−⑤，31−⑩，32−⑪，
33−⑫

 ネトバ 20−⑱，21−⑦
ノ  ノシキ 14−⑨
ハ  ハイタ 20−�，21−�

 ハイノサン 33−③
 ハカマコシ 12−②
＊ ハコヅクリヒヨケブネ（箱造日

除船）
1

 ハザノマ（挾ノ間） 5 −⑰
 ハサミ（挾） 20−⑳，21−⑨，24−⑦
＊ ハシケヒラタブネ（粉船艜船

〔土船〕）
14

 ハシラ（柱） 1 −⑯， 3 −⑨， 4 −⑨
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船名および各部名称 船図番号−各部名称番号，頁数
 ハチマキ（鉢巻） 7 −②
 ハフ（破風） 1 −⑦， 4 −④
 ハリ（梁） 3 −⑧

ヒ ＊ ヒキフネ（引船） 27
 ヒタキドコロ（火焚所） 13−⑤
＊ ヒヨケヅクリニチョウダテ

ブネ（日除造二挺立船）
3

＊ ヒヨケブネ（日除船〔屋根
船〕） 2

＊ ヒラタ（ヒラタ） 14
＊ ヒラタブネ（艜船） 20
＊ ヒラタブネ（艜船） 21
 ヒンツラ 4 −⑤
 ヒンハナ 4 −⑥

フ ＊ ブケテブネ（武家手船） 1
＊ ブケテブネ（武家手船） 3
 フナバリ（舟梁） 13−②，20−⑧，22−⑤，27−③，28−③
 フナバリクチ（舟梁口） 1 −⑤
 フミタテ（踏立） 15−④
 フロ（風呂） 13−④
 フンガケ 2 −⑪， 4 −⑦，11−⑧
 フンタテ（踏立） 16−④，17−③

ヘ  ヘイノサン 21−④，24−⑤，26−③
＊ ベカブネ（部賀船） 22

ホ ＊ ボウチョウタカセブネ（房丁
高瀬船）

25

＊ ボウチョウチャブネ（房丁茶
船） 26

 ホグルマ（帆車） 4 −�， 5 −�，31−⑭，32−⑱
 ホヅツ（帆筒） 3 −⑬， 5 −⑯， 9 −⑧，20−⑭，21−⑰，22−⑩，24−⑯，

25−⑧，26−⑪，31−⑦，32−⑭，33−⑧
 ホハサミ（帆挾） 21−�，33−⑱
 ホバシラ（帆柱） 21−⑮，26−⑤，33−⑦

マ  マリクチ（マリ口） 1 −�， 2 −⑬， 3 −⑰， 4 −�， 6 −⑪， 7 −⑬， 9 −⑯，
10−⑩，12−⑭，13−⑭，14−�，16−⑭，18−⑩，26−⑮，
29−⑧，30−⑦，31−⑯，32−⑳

船名および各部名称 船図番号−各部名称番号，頁数
ミ  ミオシ（水押） 1 −②， 2 −①， 3 −①， 4 −①， 5 −①， 6 −①， 7 −①，

8 −①， 9 −②，10−①，11−①，12−①，13−①，15−①，
16−①，17−①，20−②，21−①，29−①，30−①，31−①，
32−①，33−①

 ミサヲ 3 −⑩
 ミサヲ（上桟屋根上打ヲミサ

ヲト云）
1 −⑪

 ミズキリ 9 −①
＊ ミズブネ（水船） 12
＊ ミヌマツウセン（見沼通船） 19

モ  モキ 1 −�， 2 −⑭， 4 −⑳， 6 −⑫， 7 −⑫， 8 −⑫， 9 −⑰，
11−⑫，12−⑬，13−⑬，14−⑳，15−⑯，20−�

ヤ ＊ ヤカタブネ（屋形船） 4
 ヤグラ（櫓） 33−⑯
 ヤネ（屋根） 1 −⑧， 4 −⑧
＊ ヤネブネ（屋根船） 2
 ヤマゴシャク（山五尺） 31−④，32−④，33−②

ユ ＊ ユブネ（湯船） 13
ヨ  ヨコカミ（横神） 4 −�， 5 −�，15−⑰，31−⑮，32−⑲，33−⑰

 ヨンマイイタゴ（四枚板子） 9 −⑤
リ ＊ リョウセン（猟船） 29

＊ リョウセンヅクリチャブネ
（猟船造茶船）

7

ロ  ロクイ（艪杭） 11−⑩
 ロトコ（艪床） 1 −�， 2 −⑫， 5 −�， 6 −⑩， 7 −⑩， 8 −⑬， 9 −⑮，

19−⑬，30−③
 ロイタ・ロトコ（艪板・艪床） 3 −⑯

ワ ＊ ワタシブネ（渡船） 11
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